
 

 

 

 

 
山梨県森林公園金川の森 

管理運営業務の内容及び基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平 成 ３ ０ 年 ６ 月 

山 梨 県 
 

 

 



 

目   次 

 

１ 設置目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 施設の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 施設全般に関する業務等 

（１）公園施設の営業日等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（２）利用の承認等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（３）利用料金の徴収・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（４）利用料金の減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（５）利用料金の還付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（６）禁止行為の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（７）緊急時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（８）関係機関との連絡調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（９）事業報告書等の作成及び提出・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（１０）業務計画書の作成及び提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（１１）利用者サービスの向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（１２）広報活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１３）ボランティアとの協働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１４）情報の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（１５）管理運営体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

４ 施設の維持管理業務 

（１）日常点検業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（２）清掃業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（３）保守管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（４）植栽等管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（５）修繕業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（６）備品管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（７）駐車場管理業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（８）保安警備業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（９）防火、防災業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

５ 施設の運営業務 

（１）サービスセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（２）サイクルステーション（スポーツの森）・・・・・・・・・・・・７ 

（３）サイクルステーション（どんぐりの森）・・・・・・・・・・・・７ 

６ 普及・啓発等に関する業務 

（１）主催事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（２）支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（３）施設の整備・充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

７ その他 

（１）補償対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 



 

（２）保険への加入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（３）親水施設用水及びゲートボール場水道使用料・・・・・・・・・・９ 

（４）ターゲットバードゴルフ場の仮設トイレ設置・・・・・・・・・・９ 

（５）借地料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（６）モニタリングの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（７）緑化推進事業への協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（８）環境への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

    
別表１ 施設の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

別表２ 建物の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

別表３ 備品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

別表４ 維持管理業務の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

別表５ 平成２７・２８・２９年度主催事業・・・・・・・・・・１９ 

別表６ 平成２７・２８・２９年度利用実績・・・・・・・・・・２６ 

別表７ 平成２７・２８・２９年度管理運営経費内訳・・・・・・２７ 

別表８ 平成２８年度モニタリングシート・・・・・・・・・・・３０ 

 

添付資料１ 山梨県都市公園条例（抜粋）・・・・・・・・・・・・・３５ 

添付資料２ 山梨県都市公園条例施行規則・・・・・・・・・・・・・６３ 

添付資料３ 金川の森位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

添付資料４ 金川の森全体設計平面図（１～４）・・・・・・・・・・８２ 

添付資料５ サービスセンター平面図・・・・・・・・・・・・・・・８６ 

添付資料６ サイクルステーション平面図・・・・・・・・・・・・・８７ 

添付資料７ 自動体外式除細動器の管理仕様書・・・・・・・・・・・８８ 

添付資料８ 関係法令一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８９ 

添付資料９  山梨県立武田の杜保健休養林、山梨県森林公園金川の森 

指定管理業務モニタリング実施要領・・・・・・・・・・９０ 

添付資料１０ 山梨県建築物点検マニュアル（抜粋）・・・・・・・・・９２ 

 

 

 

  





 

森林公園金川の森（以下「金川の森」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びそ

の範囲等は、山梨県都市公園条例（以下「条例」という。）、山梨県都市公園条例施行規

則（以下「規則」という。）、都市公園法（以下「法律」という。）、及び森林法、その

他関係法令等によるほか、この基準による。 
 
１ 設置目的 
 金川沿岸の水害防備の歴史を有する貴重な平地林を中心とした森林を将来にわたって保

存し、保安林機能の増進を図るとともに、県民の保健休養の場として活用する。 
 
２ 公園施設の概要 
 公園面積 ３６．２ｈａ 
 
主な区域及び面積                         主要施設 
どんぐりの森 
 10.9 ha 

サービスセンター（管理事務所）、サイクルステーション、トイ

レ、遊具施設、経塚古墳、ターゲットバードゴルフ場（ミニコー

ス）、森のせせらぎ、峯望池 
スポーツの森 
 11.3ha 

サイクルステーション、乗り物広場、トイレ、ターゲットバード 
ゴルフ場、マウンテンバイクコース、遊具施設等 

かぶとむしの森 
 5.3ha 

バードデッキ、遊具施設、野鳥のせせらぎ、ゲートボール場、いき

もの観察施設、トイレ等 
こもれびの森 
 2.3ha 

ドッグラン、水飲み等 

 ※詳細については別表１、別表２、添付資料３～６参照 
 
３ 施設全般に関する業務等 
（１）公園施設の営業日等 
・ 次表のとおりとする。ただし、毎週月曜日は休業日とし、この日が休日の場合は

その翌日を休業日とする。 
   区 分   営業日   利用時間       摘 要 
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 
ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 
乗り物広場 

1/2～12/28 9:00～17:00 1/2～3、4/30～5/5及び7/21～8/31 
は無休とする 

・ 利用者対応等の業務がある場合は、必要に応じて営業時間の延長を行うこと。 
・ 営業日及び利用時間を変更する場合は、あらかじめ県の承認を得て変更すること

ができる。 
（２）利用の承認等 
・ 条例第十四条に基づきターゲットバードゴルフ場及び用具、自転車、電動アシス

ト自転車及びサイクルカートの利用承認等を行うこと。 
・ 施設利用の事務手続きだけでなく、承認の権限も有することに留意し、県民の平
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等な利用の確保に努めること。 
・ 利用申込書等の様式を定めること。 
・ 次に該当する場合は利用を承認しない、又は承認を取り消すこと。 
① 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。 
② 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。 
③ その他管理上支障があると認められるとき。 

（３）利用料金の徴収 
・ ターゲットバードゴルフ場及び用具、自転車、電動アシスト自転車及びサイクル

カートの利用料金の徴収を行うこと。 
・ 利用料金の額は、条例で定める範囲内で指定管理者が知事の承認を得て定めるこ

と。 
（４）利用料金の減免 

・ 条例第十六条第三項及び規則第六条に基づき、次に該当する者がターゲットバー

ドゴルフ場を利用する場合は利用料金の全額を免除することとする。 
① 六十五歳以上の者（県内に居住する者に限る。） 
② 障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条に規定する障害者及びそ

の介護を行う者 
③ 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童又は生徒（土曜日に利用する

場合に限るものとし、定期利用である場合を除く。） 
・ また、県が公用または公共用に使用する場合は利用料金の全額を免除し、その他

知事が必要と認めた場合は、知事が相当と認めた額を免除することとする。 
（５）利用料金の還付 
・ 既に納付した利用料金は、原則還付はしないこと。 
・ ただし、利用者の責に帰することができない理由によって利用できなくなった場

合は、その全部又は一部を還付することができる。 
（６）禁止行為の防止 
・ 条例第三条で禁止されている行為や、オートバイの乗り入れ、危険な利用（ゴル

フ、野球等）等を禁止し、利用者の安全の確保に努めること。 
（７）緊急時の対応 
・ 公園内での急病人や怪我人、火災、犯罪等の発生による関係機関への速やかな通

報及び事故報告など、緊急時を想定した事故対応マニュアルを策定するとともに、

それらに基づく訓練を年１回以上実施すること。 
・ 緊急または重要な事項は速やかに県に報告し、適切な対応をとること。 
・ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）については、職員等関係者の講習会の受講や日頃

の点検管理により、非常時に使用できるよう備えること。なお管理の詳細について

は、別添「自動体外式除細動器の管理仕様書」に基づくこと。 

・ 国民保護法及び山梨県国民保護計画に基づき、武力攻撃事態等及び緊急対処事態

の際には、利用者の安全確保、その他国民の保護のために必要な措置を講ずること。 
（８）関係機関との連絡調整 

・ 施設の円滑な運営のため、必要に応じて県や笛吹市、金川沿岸を守る会、その他
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関係団体等と連絡調整を図ること。 
・ 森林公園である山梨県立武田の杜保健休養林（甲府市）の指定管理者と情報交換

を行うとともに、主催事業に係る連携に努めること。 
（９）事業報告書等の作成及び提出 
・ 定期報告書（事業進捗状況報告） 
指定管理者は、利用者数及び事業実施状況、利用料金収入状況について、月ごと

にまとめ翌月１０日までに報告すること。 
    なお、管理運営にあたっては、１日の業務内容（点検、修繕、清掃、その他の維

持管理業務、窓口運営業務等）や県民対応など特記事項を記した日報等を作成し、

適正な業務、事業管理を行うこと。 
・ 事業報告書 

指定管理者は、毎年度終了後２ヶ月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告

書を作成し提出すること。また、年度の途中において指定管理者の指定を取り消さ

れた場合にあっては、その取り消された日から２ヶ月以内に当該年度の当該日まで

の事業報告書を提出すること。  
 ① 事業実績及び利用状況 
 ② 利用料金の収入状況 
 ③ 経費の収支状況 

   ④ その他必要な事項 
・ その他随時報告等 
指定管理者は、県から管理業務及び経理の状況等について提出を求められた場合、

報告書を作成して指定期日までに提出すること。 
（１０）業務計画書の作成及び提出 

指定管理者は、毎年度２月末日までに、次に掲げる事項を記した次年度の管理運

営に関する詳細な業務計画書を作成し、県に提出すること。 
① 次年度の運営目標 
② 実施事業の概要及び実施時期 
③ 管理運営体制 
④ 管理業務に掛かる収支予算 
⑤ その他必要な事項 

（１１）利用者の満足度調査の実施及び業務改善等 
・ 指定管理者は、利用しやすい施設とするため、利用者等を対象に四半期ごとにア

ンケート調査を実施し、意見や要望、満足度等について把握し、業務改善等管理運

営に反映させるよう努めること。 
アンケートの内容については県と協議を行うこと。また、利用者等のアンケート

結果及び業務改善の状況を四半期ごとに取りまとめ、２ヶ月以内に県に提出するこ

と。 
・ 指定管理者は、施設の目的を達成し、利用者のサービス向上を図るため、自動販

売機の設置を行うこと。 

・ 公園施設を活用して利用者の増加や、サービスの向上に資する以下のような事業
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を行うことができる。 

ア  イベント、各種興行 
イベント、興行等を自ら企画・開催又は誘致し、有料公園施設又は園路・広場

を使用する場合は、あらかじめ県と協議の上、以下の条件を満たせば、その収益

を指定管理者の収入とすることができる。 
・施設の設置目的に沿った内容であること 
・公序良俗に反しない興行であること 
・施設の汚損を伴わないものであること 
ただし、有料公園施設以外の園路・広場等を利用して行う場合は、法律又は条

例による行為の許可を得て行うこと。 

イ 物販事業 
指定管理者は、施設の目的を達成し、利用者のサービス向上を図るため、ケー

タリングカー（移動販売車）スペースにおける食事等の提供、いきもの観察施設

における昆虫の観察や採取の体験・販売等の提供を行うことができる。 
サービスについては、指定管理者自らが行うほか指定管理者が募集した出店者

が行うことも可能だが、サービス内容、出店者の選定基準、出店料については、

事前に山梨県と協議し、承認を得ること。 

設置・管理等に要する費用は指定管理者が負担すること。 

なお、指定管理者が行う事業として基本協定で締結する場合、行政財産目的外

使用許可は必要ない。 

  

（１２）広報活動  
金川の森のＰＲ及び情報提供のため、以下の例を参考に必要な媒体の作成、配布等

を行うこと。 
ア ホームページの開設、更新等 
イ 案内パンフレット等の作成、配布 
ウ 情報誌、主催事業のチラシ等の作成、配布 

（１３）ボランティアとの協働 
・ 金川の森の管理、運営にあたり、金川の森公園サポーター制度を継続し、金川沿岸

を守る会など、ボランティア組織との連携や育成に努めること。 
・ ボランティア活動への支援・協力を要請された場合は、業務に支障がない限り資機

材の貸し出し等の支援を行うこと。 
・ ゲートボール場及びターゲットバードゴルフミニコース等の管理運営について、指

定管理者はそれぞれ地元ボランティア団体と協定を締結し、施設の維持管理や利用者

間の調整等を円滑に行うこと。 
（１４）情報の管理 
・ 個人情報保護法の規定を遵守するとともに、山梨県個人情報保護条例に基づき、施

設の管理を通じて取り扱う個人情報の保護を行うこと。 
・ 保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理の

ために必要な措置など、個人情報の保護に関する要綱を定めること。 
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（１５）管理運営体制 

・ 金川の森の適切な管理運営を実施するため、組織の体制を明確にするとともに、必

要な有資格者及び経験者等を配置すること。 
・ 職員の研修を行う等、利用者に対するサービスの向上を常に図ること。また、各種

トラブル、苦情等には迅速かつ適切に対応すること。 
（１６）暴力団の排除措置 

施設の管理運営から暴力団等を排除するため、次の措置を行うこと。 
・ 契約を行おうとする相手方が暴力団関係者であるか否か疑わしいときには、誓約

書及び役員名簿を徴し、県有林課を通じて警察に照会すること。 
・ 警察からの情報提供で契約の相手方が暴力団関係者であることが判明した場合に、

契約解除等が行えるよう契約条項に記載すること。 
 

４ 施設の維持管理業務 
（１）施設及び設備点検業務 

・ 指定管理者は、別添「建築物点検マニュアル」に基づき、施設及び設備について、

法令点検、長寿命化点検及び日常点検を実施し、損傷、腐食その他の劣化の状況を点

検すること。 

・ 点検結果については、「建築物点検票」により別途指定する期日までに県へ報告す

ること。ただし、施設及び設備の損傷等、劣化が著しく至急対応が必要な場合は、速

やかに報告すること。 

・ 日常点検においては、目視等による施設・設備・遊具等の巡回点検を行い、常に安

全かつ良好な状態を保持し、異常を発見した場合は速やかに適切な処置を行うこと。 
・ 事故を未然に防ぐための施設の日常点検方法等を定めた安全管理マニュアルを策定

し、適切に運用すること。 
・ 電球、蛍光灯、トイレットペーパー等の日常的な管理で必要となる消耗品や部品の

交換を行うこと。 
（２）清掃業務 
・ 良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、快適な空間を保つため、清掃業務を実施す

ること。 
・ 公園内の清掃業務については、別表４を参考に実施すること。 

（３）保守管理業務 
・ 施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全に努めること。 
・ 公園内の施設・設備の保守管理については別表４を参考に実施すること。 

（４）植栽等管理業務 
・ 利用者の安全を確保しつつ、植栽等の特性、美しい景観に配慮し快適な空間を提供

することができるよう、植栽等管理業務を実施すること。 
・ 公園内の樹木及び芝生等の維持管理については、別表４を参考に実施すること。 
・ 保安林機能の増進のため、枯損木等が生じた場合は補植を行うなど、健全な森林の

維持に留意すること。 
・ 草刈りの際には、稀少植物の保護に充分留意すること。 
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・ 治水広場は、山梨県消防防災ヘリコプター及び県立中央病院のドクターヘリの離着

陸に支障のないよう管理すること。 
（５）修繕業務 
① 応急的な修繕 
  公園内における施設・設備等が破損、損壊または老朽化などにより、安全または管

理運営上直ちに修繕を行う必要がある場合は、次のとおり行うこと。 
・ 早急に修繕方法の検討及び修繕経費の見積りを行う。 
・ 修繕に要する経費が６０万円未満の場合は、指定管理者が直ちに修繕を行う。 
・ 修繕に要する経費が６０万円以上の場合は、速やかに見積書を添付し県に報告

すること。 
② 計画的な修繕 

修繕が必要な施設・設備のうち、次年度以降の修繕で対応が可能なものについて

は、県からの別途指示により、指定管理者が修繕の箇所、内容、金額、優先順位等

を報告すること。 
県は、指定管理者の報告に基づき計画的に行う修繕項目を選定し、次年度以降予

算の範囲内で修繕を実施又は指定管理者に指示を行う。 
（６）備品管理業務 
・  施設における活動に支障をきたさないよう、備品の管理を行うとともに、不具合が

生じた備品は、６０万円未満の修繕費のものについては、指定管理者が修繕すること。 
・  修繕できない備品については、県に破損の報告をすること。なお、更新については、

県が行うものとする。 
・  新たな備品が必要な場合には、県に協議すること。 
・  備品の管理にあたっては、備品台帳を作成し、変更があった場合は更新すること。

なお、備品とは、比較的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく使用

に耐えるもので、購入単価が原則５万円以上の物品をいう。 
・  県は業務に必要な車両を指定管理者に貸与することとする。車両の車検については

指定管理者が行うこと。 
※備品の詳細については、別表３参照 

（７）駐車場管理業務 
・  ゴールデンウィーク等多くの来園が見込まれる場合には、駐車整理のための要員を

配置すること。 
・  駐車場の利用は、原則として公園利用者に限ることとする。 
・  利用時間については、利用者の利便性等を勘案し、定めることとする。 
（８）保安警備業務 
・  防犯に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の確保のために保安警備業務

を行うこと。また、公園の異常の有無の確認等のため、公園内を巡回すること。 
・  サービスセンター及びサイクルステーションについては、休業日、夜間の防犯、防

火のため、機械警備を導入すること。 
（９）防火、防災業務 
・  防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の確保のために防火、
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防災業務を行うこと。 
・  サービスセンター及びサイクルステーションについては、消防法第８条第１項に基

づき、甲種防火管理講習を修了した防火管理者を配置し、消防計画を届け出るととも

に、その他防火管理上必要な業務を行うこと。 
・  金川の森は、東海地震及び南関東直下の地震の防災対策強化地域に指定されている

ため、大規模地震対策特別措置法第７条第１項により地震防災応急計画を作成し、提

出すること。 
 
５ 施設の運営業務 
（１）サービスセンター 

ア 窓口業務 
 公園の総合窓口として次に掲げる業務を行うこと。 
・  公園全体の管理運営の統括、連絡調整 
・  公園利用者の接遇 
・ 公園利用（遠足、研修等）の受付 

イ インフォメーションホール及び図書コーナーの管理運営 
・ 展示物、掲示物、図書等は常に整理し、最新情報を提供するなど、利用者が利

用しやすい環境を維持すること。 
・ 主催事業、写真展、展覧会などの会場として活用を図ること。   

ウ 救護室の管理運営 
・ 不測の事態に対応できるよう、救急用具及び薬品を備えつけておくこと。一方、

平常時には主催事業の講習、利用者の研修及び会議等の利用を図ること。 
（２）サイクルステーション（スポーツの森） 

ア 窓口業務 
 金川の森は、金川と道路により７エリアに分かれていることから、公園全体の総合

窓口はサービスセンターで行い、スポーツの森は次に掲げる窓口業務を行うこと。 
・ ターゲットバードゴルフ場及び自転車、電動アシスト自転車、サイクルカート

の利用受付、承認並びに利用料金の徴収等。 
・ 乗り物広場の利用指導、安全管理 
・ 公園のサブサービスセンターとしての管理運営 
・ 公園利用者の接遇 
・ 公園利用者への情報提供 

イ 休憩室の管理運営 
・ 常に利用しやすい環境を整えるとともに、主催事業の講習等の利用を図ること。 

（３）サイクルステーション（どんぐりの森） 
ア 窓口業務 
 どんぐりの森における自転車利用の窓口として次に掲げる業務を行うこと。 
・ 自転車、電動アシスト自転車の利用受付並びに利用料金の徴収等。 
・ 乗り物広場の利用指導、安全管理 
・ 公園利用者の接遇 
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６ 普及・啓発等に関する業務 
（１）主催事業 
・ 金川の森の自然に親しみ、森林への理解を深めてもらう機会を提供するため、森林、

植物、昆虫など自然科学や、交通安全の普及啓発のための交通道徳に関する企画など、

公園の効用を発揮できるような主催事業を実施すること。 

・ 利用者の要望を取り入れ、児童から高齢者まで参加できるような内容とすること。 

・ 主催事業と自主事業は目的、内容において区分を明確にすること。 

※平成２７・２８・２９年度の実施内容等については、別表５参照。 
（２）支援事業 
・ 依頼を受けた場合には、小中学校の総合学習や社会教育の場の提供、講師の派遣等

の支援を行うこと。 
・ 公園の効用を発揮するため、主催事業等を通じ、公園を活動の場として、レクリエ

ーション、野外学習及びボランティア活動等を自主的に実施できる組織づくりに取り

組むこと。 

（３）施設の整備・充実 
・ 案内説明板等を随時更新し、必要に応じて補充すること。 

 
７ その他 
（１）補償対策 
  指定管理者の管理瑕疵により利用者の生命や身体に損害を与え、または財物を損傷し

た場合、指定管理者がその損害を補償し、それ以外の瑕疵による場合については、山梨

県と指定管理者が協議のうえ対応するものとする。 
（２）保険への加入 
① 火災共済保険 

    建築物に対する火災共済保険は、県で加入する。 
②  施設賠償責任保険 
指定管理者が加入する賠償責任保険の契約内容について、その基準は下記のとおり

とする。なお、県と指定管理者の双方が被保険者となる賠償責任保険に加入すること。 
・  賠償責任保険加入面積 ３６．２ｈａ（公園面積）  
・  対人 被害者１名につき１億円以上 １事故３億円以上 
・  対物 １事故５００万円以上 

③  自動車損害賠償責任保険及び任意保険 
    指定管理者は、自動車損害賠償責任保険に加入するとともに、任意保険についても 

下記の基準により加入すること。 
・小型貨物自動車、軽四輪貨物車 
 対人賠償  １名につき  無制限 
 対物賠償  １事故につき 無制限(免責金額 ０円) 
 人身傷害  １名につき５，０００万円以上  
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（３）親水施設用水及びゲートボール場水道使用料 

笛吹川沿岸土地改良区と畑地かんがい用水の使用協定を締結している、どんぐりの森

の親水施設の用水の使用料（年額１，０９１千円）は、指定管理者が委託料より支払う

こととする。 
また、かぶとむしの森のゲートボール場の水道の使用料（年額１３千円）についても、

指定管理者が委託料より支払うこととする。 
（４）ターゲットバードゴルフ場の仮設トイレ設置 

ターゲットバードゴルフ場に仮設トイレを設置することとし、設置及び維持管理に要

する経費は、指定管理者が委託料より支払うこととする。 
（５）借地料 
  スポーツの森の敷地の一部に係る借地料については、県が負担する。 
（６）モニタリングの実施 
 指定管理者は、「指定管理者施設の管理運営状況のモニタリングに関するガイドライ

ン」及び別途定める「山梨県立武田の杜保健休養林、山梨県森林公園金川の森指定管理

業務のモニタリング実施要領」等に基づき県が実施するモニタリングに協力すること。 
   なお、モニタリングの結果、指定管理者の業務内容に改善が必要と認められる場合は、

県は立ち入り調査等を行い、協議の結果、指定管理者に是正勧告等を行う。是正勧告を

受けても改善が見られない場合は、指定を取り消すことがある。 
（７）緑化推進事業への協力 

緑の知識や技術を学ぶ講座など県が行う緑化推進事業の場の提供に協力すること。 

（８）環境への配慮 
指定管理者は、施設の維持管理・運営にあたっては、県のやまなしエネルギー環境マ

ネジメントシステムに準じて省エネルギーの推進及び温室効果ガスの排出抑制に努める

とともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進等の環境保全についても十分配慮する

こと。 
（主な取り組み） 

① 県の環境管理システムで定める共通実施計画の取組について、可能な限り実施

すること。 

② エネルギー使用量の把握及び使用状況の分析を行い、必要な場合は改善策等を

講じること。 

③ 環境に配慮した製品の購入に努め、廃棄の際は資源の有効活用や適正処理を図

ること。 

④ ①の実施状況及び②の使用状況等については、半年ごとに県に報告すること。 
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施設の詳細 別表１

樹林地 58,250㎡
芝生地 11,875㎡
ワイルドフラワー 4,280㎡
サービスセンター 1棟 木造
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ 1棟 鉄筋造平屋建
滝の広場トイレ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁式構造平屋建
冒険の砦トイレ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋木造平屋建
休憩舎 1棟 木造　12,740×5,460
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ（小） 1棟 木造、3,600×3,600
かすみ提東トイレ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋木造平屋建
四阿 1棟 木造　ミニTBG場内
公園車庫 1棟 鉄骨造
スプリングプラットフォーム 2基
スプリング遊具 3基
大型複合遊具 1基
登りネット 1基 3,000×4,400
ローラースライダー 1基
ターザンロープ 1基
サスケジャンプ 1基
クライム遊具 1基
ローラー滑り台 1基
丸太ステップ 1基
丸太平均台 1基
ロープ渡り 1基
２連ブランコ 1基
幼児用滑り台 1基
砂場 1基
コンビネーション遊具 1基
受変電設備 1式
カーポート 1基 5,055×2,860
テラス（峯望池） 1式 手摺・橋・縁木A・B・C含む　木造・耐候性鋼材
テラス（野の花広場） 1基 木造
デッキ（どんぐりの森） 1基 1,500×22,500　木造・耐候性鋼材
森のせせらぎ 1式 一の泉・二の泉・流れⅠ・Ⅱ・Ⅲ・滝含む
峯望池 1式
小橋Ⅰ 2基 W=1,500　L=6,000　木造　森のせせらぎ
小橋Ⅱ 4基 W=1,500　L=4,080　木造　森のせせらぎ
滝のステージ 1式 水路・浄化ピット含む
カナール 1式
見晴台 1式 経塚
水飲み 5基 450×550×800　擬石
足洗い場 1基
時計Ａ 2基 スタンダード
時計Ｃ 1基 カリオン
外灯Ａ 48基 ２５０ｗ
外灯Ｂ 8基 フットライト
照明器具A 4基 ＨＩＤ100w
背つきベンチ 33基 L=1,800
背なしベンチ 12基 L=1,800
縁台 10基 W=990　L=2,000　木造
スツール 1基 石
ピクニックテーブル 5基 1,200×1,200　木造

区域名 種類 名称 数量 単位 備考

ど
ん
ぐ
り
の
森

緑地

建物

その
他施
設
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施設の詳細 別表１

区域名 種類 名称 数量 単位 備考

ピクニックベンチ 20基 L=1,200　H=450　木造
受水槽設備 2基 5m

3
 ,1.5m

3

ミニターゲットバードゴルフ場 1式 18ホール
バーベキュー場 1式 3サイト
飲食ｽﾍﾟｰｽ（ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ） 1式 ウッドデッキ、パーゴラ、電源設備
かぶとむし虫飼育小屋 1基 パイプ＋ワイヤーメッシュ
第１駐車場 118台
第３駐車場 60台
樹林地 70,550㎡
芝生地 11,780㎡
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平屋建
カートピット 1棟 鉄骨造
第２駐車場トイレ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁式構造平屋建
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ（小） 2棟 木造、3,600×3,600
第４駐車場トイレ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋木造平屋建
子どもの城 1式
線路デッキ 1基
クルクル円盤 1基
鉄道 1式
駅舎 2基
トンネル 1式
おとぎの城 1基
ミニハウス 1基
おこりんぼう 1基
マリポン（大） 2基
マリポン（中） 2基
そら豆テーブル 2基
デージーイス 2基
木製ベンチ 4基
大砂場 1基
太陽光発電システム 1式 ５ｋｗ　サイクルステーション内
デッキ（スポーツの森） 1基 7,985×6,090　木造・耐候性鋼材
石橋A 1基 Ｌ=10,000
石橋Ｂ 1基 Ｌ=6,000
鉄橋 1基 ウォールⅠ・Ⅱ含む　鉄筋コンクリート
古墳復元 1式
水飲み 4基 450×550×800
擬木水飲み 1基
時計B 1基 乗り物広場
信号 1基
踏切警報機 1基
外灯Ａ 13基 ２５０ｗ
屋外スピーカー 3基 ５ｍ　カラーボール共
背つきベンチ 12基 L=1,800　木造
背なしベンチ 4基 L=1,800　木造
スツール 1基 石
ピクニックテーブル 5基 1,200×1,200
ピクニックベンチ 20基 L=1,200　H=450
ベンチテーブル 3基 乗り物広場
パーゴラ 1基 木造・鋼材
花電車 1式 鋼材・木
プラットホーム 1基 ブロック舗装・コンクリート
ログパーゴラB 1基 木造

ど
ん
ぐ
り
の
森

その
他施
設

ス
ポ
ー
ツ
の
森

緑地

建物

遊具

その
他施
設
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施設の詳細 別表１

区域名 種類 名称 数量 単位 備考

水制Ⅴ 5基 中空三角ブロック移設
かすみ提ミニチュア 1式 御影石　h=450、Ｌ=71,000　撤去予定
太陽電池時計 1基 治水広場
受水槽設備 1基 5m

3

マウンテンバイクコース 1式
ターゲットバードゴルフ場 1式 18ホール
飲食ｽﾍﾟｰｽ（ｹｰﾀﾘﾝｸﾞｶｰ） 1式 開閉式テント、電源設備
木製階段 3基 ６段、７段、９段　（治水公園内）
第２駐車場 204台
第４駐車場 9台
樹林地 10,820㎡
芝生地 11,045㎡
さくらの森トイレ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋木造平屋建
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ（小） 1棟 木造、3,600×3,600

外灯Ａ 2基 ２５０ｗ

背なしベンチ 4基 L=1,800
縁台 7基 W=990　L=2,000
花見台 1基 木造・耐候性鋼材
サークルベンチ 1基
受水槽設備 1基 0.5m

3
,ソーラー時計付き

第５駐車場 23台
樹林地 26,710㎡
芝生地 6,635㎡
ふれあいの森トイレ 1棟 木造＋ｱﾙﾐｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ壁式構造
四阿 1棟
縁台 9基
外灯Ａ 1基 ２５０ｗ
第６駐車場 20台
第７駐車場 5台

緑地 樹林地 45,760㎡
かぶとむしの森トイレ 1棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋木造平屋建
かぶとむしの森トイレ(P9) 1棟 木造平屋建
ひねりん 1基
くるくるすべり棒 1基
２連ブランコ 1基
ジャングルジム 1基
３連鉄棒 1基
スプリング遊具 2基
外灯Ａ 1基 ２５０ｗ
野鳥のせせらぎ 1式 流出施設含む
ほたる池 1式 取水施設含む
だんだん池 1式
橋 1基 W=3,000　L=4,000
木橋Ⅰ 1基 W=1,000　L=3,000
木橋Ⅱ 1基 W=1,400　L=5,500
木橋Ⅲ 1基 W=2,000　L=2,000（バードデッキ隣）
木製改段 1基 W=2,000　13段　（バードデッキ隣）
いきもの観察施設 1基 木製パーゴラ＋ネット
空中観察施設 2基 木製
背つきベンチ 4基 L=1,800
背なしベンチ 3基 L=1,800
バードデッキ 1基 木造
ゲートボール場 3面
第８駐車場 13台
第９駐車場 25台

ふ
れ
あ
い
の
森

緑地

建物

その
他施
設

か
ぶ
と
む
し
の
森

建物

その
他施
設

ス
ポ
ー
ツ
の
森

その
他施
設

さ
く
ら
の
森

緑地

建物

その
他施
設
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施設の詳細 別表１

区域名 種類 名称 数量 単位 備考

樹林地 22,135㎡
芝生地 120㎡
古墳復元 1式
縁台 3基 W=990　L=2,000
ドッグラン 1,084㎡
ログパーゴラＡ 1基

こ
も
れ
び
の
森

緑地

その
他施
設
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建物の詳細 別表２

建築面積 延床面積

サービスセンター 木造 1 366.63 349.97H.7
事務室、ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾎｰﾙ、救
護室、ﾄｲﾚ、湯沸室、更衣室

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ 鉄骨造平屋建 1 113.4 113.4H25.3 詰所、修繕ｽﾍﾟｰｽ、駐輪場

公園車庫 鉄骨造 1 9.75 9.75H.7

滝の広場トイレ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁式
構造平屋建

1 46.37 46.37H.8.3
男：大１、小２、手洗２、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

冒険の砦トイレ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋
木造平屋建

1 36.49 27.73H.8.3
男：大１、小２、手洗２、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

休憩舎 木造 1 46.37 46.37H.8.3

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ（小） 木造 1 12.96 12.96H.8.3

かすみ提東トイレ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋
木造平屋建

1 36.49 27.73H.8.3
男：大１、小２、手洗２、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

四阿 木造 1 9 9H.8.3

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造平
屋建

1 414.45 349.15H.7
事務室、自転車倉庫、ﾄｲﾚ、休
憩室

カートピット 鉄骨造 1 52.58 30.52H.8

第２駐車場トイレ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ壁式
構造平屋建

1 39.81 39.81H.8.3
男：大１、小２、手洗２、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ（小） 木造 2 12.96 12.96H.8.3

第４駐車場トイレ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋
木造平屋建

1 36.49 27.73H.8.3
男：大１、小２、手洗２、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

さくらの森トイレ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋
木造平屋建

1 36.49 27.73H.8.3
男：大１、小２、手洗２、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ（小） 木造 1 12.96 12.96H.8.3

ふれあいの森トイレ
木造＋ｱﾙﾐｻﾝﾄﾞｲｯ
ﾁﾊﾟﾈﾙ壁式構造

1 9.81 9.81H.7
男：大１、小１、手洗１、女：大
１、手洗１、身障：大１、手洗１

四阿 木造 1 9 9H.8.3

かぶとむしの森トイレ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋
木造平屋建

1 36.49 27.73H.8.3
男：大１、小２、手洗２、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

かぶとむしの森トイレ(P9)木造平屋建 1 34.58 33.12H25.3
男：大１、小２、手洗１、女：大
２、手洗２、身障：大１、手洗１

さくらの森

ふれあいの森

かぶとむしの森

設置年月 備　考

どんぐりの森

スポーツの森

区　分 名　称 構造及び規模 数量
建　物
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備　　　品 別表３

No. 品　　　　名 保管場所 数 計 規　　　格 会社名 機　　　　種

管理事務所 1 サンヨー子機 サンヨー TEL-B5

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ＫＸ-ＰＤ604ＤＬ-Ｎ

管理事務所 2

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 3 51000*700*700 間伐材

3 事務机 ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 4 41000*700*700 コクヨ ＢN１０７

4 事務椅子 ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 6 6465*545*885 プラス ＫＢ１４１Ｎ、1台損壊

5 更衣ロッカー ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 8 8 プラス ＬＫ１３

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 21285*460*915 間伐材

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 21760*400*880 プラス SG-603R（ﾍﾞｰｽ共）

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2455*515*1790 プラス ４５Ｖ

9 ボード棚 管理事務所 15 151800*800*1800 プラス B-6620-4

10 ﾃｨｰ・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2 2600*450*1790 プラス BK600S/TC-600J

11 ｸﾘｱ･ｹｰｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ小 ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 4 4265*333*461 プラス MT110A

ｸﾘｱ･ｹｰｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ大 管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2900*400*886 プラス MT-320PB

13 キーボックス ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2 2322*50*340 プラス KK-20

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 21200*79*922 プラス W-34WK

15 休憩用長椅子 管理事務所 10 10 間伐材

管理事務所 41

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 52 93478*480*760 間伐材、1台損壊

管理事務所 14

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 11 25450*1500*700 プラス YT515B

18 ﾃﾞｯｷﾃｰﾌﾞﾙ 管理事務所 4 4900*680 間伐材

管理事務所 33 570*500*760 間伐材

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 3 36570*500*760 間伐材

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2１５０ﾘｯﾄﾙ 東芝 GR-K15T

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2260W　10L ﾅｼｮﾅﾙ MC-G600WD　パイプ部破損

22 電気洗濯機 ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 15.0KG 日立 PS-T50H2

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 23500W ｻﾝｳｪｰﾌﾞ C-SBE201

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 211.7ﾘｯﾄﾙ ＴＯＴＯ RE12ＳA

25 耐火金庫 ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 1452*258*650 プラス C-62

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2 ＴＯＡ WA660

27 両開き書庫 ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2 2880*380*1790 プラス SS-206

28 ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ 共通 5 5 ソニー ICB　U600

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2グリーン プラス 93-145

30 ﾌｨｰﾙﾄﾞｽｺｰﾌﾟⅡ 管理事務所 10 10 ニコン

31 ﾌｨｰﾙﾄﾞｽｺｰﾌﾟ三脚 管理事務所 9 9 ニコン FT-1200　１基破損

32 ﾁｪｰﾝｿｰ 管理事務所 1 1 スチール 021

33 下刈機 管理事務所 2 2 丸山 MB2300

34 動噴セット 管理事務所 1 1 丸山 MS310EA

35 発電器 管理事務所 1 12.8KVA クボタ HA1400

36 水中ポンプ 管理事務所 1 150㎜ 丸山 MP561E-H

37 焼却炉 管理事務所 1 11150*1250*1190 ㈱ダイト AR-600　未使用　撤去要望

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 228ｽﾃｯﾌﾟ

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 22123MM

40 ﾏﾙﾁﾎﾞｰﾄﾞ 管理事務所 10 10 プラス 51-338

6

清掃用具ﾛｯｶｰ

1 電話機

2 事務机

傘立て

7 引違い書庫

8

12

14

24

38

20 電気冷蔵庫

21

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

16

教室折畳み机

教室折畳み椅子

電磁調理器23

17

電気掃除機

電気給湯器

26 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ設備

玄関マット

ｱﾙﾐﾊｼｺﾞ

39 脚立

29

ﾃﾞｯｷ椅子19

- 15 -



備　　　品 別表３

No. 品　　　　名 保管場所 数 計 規　　　格 会社名 機　　　　種

41 自転車　26ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 7 7 ミヤタ NB63W、NK63S

42 自転車　27ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2 2 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ BR73W

43 自転車　24ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 26 26 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ BR43W、NK40W

44 自転車　22ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 8 8 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ NVL22

45 自転車　20ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 15 15 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ EPL20、NEP20

46 自転車　18ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 31 31 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ EKD18

47 自転車　16ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 20 20 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ EKD16

48 自転車　14ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 12 12 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ EKD14

49 ＭＴＢ　22ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 10 10 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ EA226

50 ＭＴＢ　20ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 15 15 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ CF206、EA206

51 ｺﾞｰｶｰﾄ（一人乗り） ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 39 39 ｵｰﾄｸﾗﾌﾄ ｻｲｸﾙｶｰﾄ、ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ、ｷﾞｬﾗｸｼｰ

52 ｺﾞｰｶｰﾄ（二人乗り） ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 8 8 ｵｰﾄｸﾗﾌﾄ ｻｲｸﾙｶｰﾄ、ｸﾗｯｼｯｸ

53-1電動アシスト自転車　24ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 10 10 ヤマハ PASﾅﾁｭﾗL

53-2電動アシスト自転車　26ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 50 50 ヤマハ PASﾅﾁｭﾗL

53-3電動アシスト自転車　20ｲﾝﾁ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 10 10 ヤマハ PAS Kiss mini ﾘｱﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ付

54 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 1 ヒタチ 0.4-OP7S

55 工具セット 管理事務所 2 2 プラス KG-045S

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（ｽﾎﾟｰﾂ） 2

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（どんぐり） 1 3 ｸﾞﾛｰﾘｰ VT-S10（内１台脚付き）

57 管理用車輌（管理） 管理事務所 1 1 ダイハツ 660CC　4WD

58 管理用車輌（渉外） ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 1 ニッサン 1600CC　4WD

59 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀﾒｶﾞﾎﾝ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 192*184*266 TOA SPA-603W

60 ベンチ 全域 17 17 ｺﾄﾌﾞｷ EX-12091AT

ｴﾘｱⅠ広場 1 1 創研 太陽電池時計塔

各ｴﾘｱＰ 4 4 ｺﾄﾌﾞｷ EX-53050　475,000

62 ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ 管理事務所 1 1

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 21050*610*420 間伐材

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2 間伐材

管理事務所 1 一部破損

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2507*343*1203 ﾗｲｵﾝ CS-130　一部破損

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2 ﾗｲｵﾝ FS-730

67 ﾌｨｰﾙﾄﾞｽｺｰﾌﾟⅡ用 交換レンズ 管理事務所 10 10 ﾆｺﾝ

管理事務所 1

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 2 NEC PCｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ､ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟ

69 ｽﾗｲﾄﾞｽｸﾘｰﾝ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1 12400*1800

70 白板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ） 管理事務所 1 11200*79*922 ﾗｲｵﾝ HM11N

71 下駄箱 管理事務所 1 1

72 剥製（シカ　大） 管理事務所 1 1153*130*70

73 剥製（シカ　小） 管理事務所 1 184*87*30

74 剥製（イノシシ） 管理事務所 1 1体長100cm

75 剥製（クマ） 管理事務所 1 1190*100*100

76 本棚 管理事務所 3 31400*1050*550 木製

77 本棚 管理事務所 1 1865*1050*550 木製

78 図書
管理事務所

310
（347）

310
（347）

絵本・図鑑等
かっこ内はｼﾘｰｯｽﾞ物をバラした数

管理事務所 25 内左利き用　3本

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 32 57 内左利き用　2本

管理事務所 44 ※補充用120

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 28 72 管理事務所で随時更新・補充

管理事務所 26

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 23 49 管理事務所で随時更新・補充

82 AED 管理事務所 1 1 日本光電

83 ペレットストーブ 管理事務所 1 1 サンポット　FFP８１１DF

ターゲットバードゴルフクラブ

ターゲットバードゴルフボール

ターゲットバードゴルフマット

61

応接用机63

68 パソコン

64 応接用椅子ｾｯﾄ

65

66 OAﾃｰﾌﾞﾙ

79

80

81

ｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ

56 自動券売機

太陽電池時計
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維持管理業務の内容 別表４

分類
法令上
の頻度

実施頻度 単位 実施時期 規格・内容等 備考

施設・園
地管理

公園パトロール 全体 -
3～4回/
週

ha 通年

清掃 小便器 4個

大便器 7個

小便器 4個

大便器 7個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 1個

大便器 3個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 2個

大便器 4個

小便器 -個

大便器 1個

小便器 -個

大便器 -個

管理事務所 基 FRP、5ｍ3

かすみ提東ﾄｲﾚ 基 FRP、1.5ｍ3

第２駐車場トイレ 基 FRP、5ｍ3

さくらの森トイレ 基 時計付き、0.5ｍ3

受水槽清掃 上記４箇所 1回/年 1回/年 基

受水槽水質検
査

上記４箇所 1回/年 1回/年 基

浄化槽保守点
検

東入口
3回以上
/年

基 16人槽 嫌気ろ床接触ばつ気方式

交通公園駐車場
4回以上
/年

基 27人槽　嫌気ろ床接触ばつ気方式

さくらの森
3回以上
/年

基 20人槽　嫌気ろ床接触ばつ気方式

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ
4回以上
/年

基 22人槽　嫌気ろ床接触ばつ気方式

芝生広場
3回以上
/年

基 7人槽　嫌気ろ床接触ばつ気方式

かぶとむしの森
3回以上
/年

基 15人槽　嫌気ろ床接触ばつ気方式

かぶとむしの森
3回以上
/年

基 14人槽　嫌気ろ床接触ばつ気方式

浄化槽清掃 上記６箇所 1回/年 1回/年 基

浄化槽法第10条
に基づく。

浄化槽水質検
査

上記６箇所 1回/年 1回/年 基 11月

浄化槽法第11条
に基づく。

消防設備点検 1回/年 2回/年 式 3月

消防法第17条の3
の3に基づく。施行
規則第31条の6第
2項

電気設備点検 6回/年 6回/年 式 隔月

電気事業法第42
条第1項に基づく
保安規定による

遊具保守点検
どんぐりの森、スポーツ
の森、かぶとむしの森

1回以上
/年

2回/年 基 10月

「遊具の安全確保に関する指針」
(H14.3月国土交通省)

専門業者による点
検の他に、職員に
よる日常点検を行
う

親水施設水質
管理委託

滝の広場 - 5回/年 式 5月～9月

夏期のみ

錦鯉管理 峯望池 -
12回/年
3回/年

式

濾過槽清掃：
8,11,3月　鯉消
毒、池ゴミ取り：
毎月

鯉消毒：12回／年
池ゴミ取り：12回／
年　　濾過槽清掃：
３回／年

施設・設備修繕 全体 - 随時 通年

警備
サービスセンター・サイク
ルステーション

- 毎日 通年

男:小2,大1,手洗2, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗１

スポーツの森TBG場
仮設トイレ

受水槽保守点
検

1回/年

1

1

1

1

男:小2,大1,手洗2, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗1

男:小2,大1,手洗2, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗1

男:小2,大1,手洗2, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗1

男:小2,大1,手洗1, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗1

通年

男:小2,大1,手洗2, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗1

3～4回/
週
(ｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰ,ｻｲｸﾙｽ
ﾃｰｼｮﾝの
ﾜｯｸｽ掛
け，ｶﾞﾗｽ
清掃は1
回/月)

かぶとむしの森トイレ

㎡

滝の広場トイレ

かぶとむしの森トイレ

4回/年

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ
（どんぐりの森）

第２駐車場トイレ

第４駐車場トイレ

さくらの森トイレ

ふれあいの森トイレ

園地清掃

作業の種類

冒険の砦トイレ

数量

281,325

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（ﾄｲﾚ含）

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ（ﾄｲﾚ含）

かすみ提東トイレ

-

詰所、修繕ｽﾍﾟｰｽ、自転車置き場

男:小2,大1,手洗2, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗1

男:小1,大1,手洗1, 女:大1,手洗1,身
障者:大1,手洗1

大１

4回/年

49

1

浄化槽法第10条
に基づく。（施行規
則第6条2項）

4

4

1

1

1

1

1

ワックス掛け・ガラ
ス清掃は1回/月

ワックス掛け・ガラ
ス清掃は1回/月

男:小2,大1,手洗2, 女:大2,手洗2,身
障者:大1,手洗1

男:小4,大2,手洗3, 女:大4,手洗3,身
障者:大1,手洗1

男:小4,大2,手洗3, 女:大4,手洗3,身
障者:大1,手洗１

36.2

6

1

1

1

1

1

6
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維持管理業務の内容 別表４

分類
法令上
の頻度

実施頻度 単位 実施時期 規格・内容等 備考作業の種類 数量

緑地管理 ㎡ 6月

㎡ 10月

スポーツの森 ㎡ 6月、10月

スポーツの森（TBG場、
治水広場）

㎡ 6月、10月

さくらの森 ㎡ 6月、10月

ふれあいの森 ㎡ 6月、10月

かぶとむし･こもれびの森 ㎡ 6月、10月

3回/年 ㎡ 6月、8月、10月 芝刈り

3回/年 ㎡ 6月､10月､2月 薬剤除草

1回/年 ㎡ 2月 ｴｱﾚｰｼｮﾝ､施肥､目土

3回/年 ㎡ 6月、8月、10月 芝刈り

2回/年 ㎡ 6月､10月 薬剤除草

1回/年 ㎡ 2月 薬剤除草

1回/年 ㎡ 2月 ｴｱﾚｰｼｮﾝ､施肥､目土

3回/年 ㎡ 6月、8月、10月 芝刈り

3回/年 ㎡ 6月､10月､2月 薬剤除草

1回/年 ㎡ 2月 ｴｱﾚｰｼｮﾝ､施肥､目土

3回/年 ㎡ 6月、8月、10月 芝刈り

3回/年 ㎡ 6月､10月､2月 薬剤除草

1回/年 ㎡ 2月 ｴｱﾚｰｼｮﾝ､施肥､目土

3回/年 ㎡ 6月、8月、10月 芝刈り

3回/年 ㎡ 6月､10月､2月 薬剤除草

1回/年 ㎡ 2月 ｴｱﾚｰｼｮﾝ､施肥､目土

㎡ 2月 低木寄植整枝

㎡ 2月 生垣整枝

㎡ 2月 低木寄植整枝

㎡ 2月 生垣整枝

TBG場、治水広場 - ㎡ 6月 低木植栽

さくらの森 - ㎡ 2月 低木寄植整枝

ふれあいの森 - ㎡ 2月 低木寄植整枝

㎡ 6月、9月 寄植低木

本 6月、9月 30cm未満

本 6月、9月 30cm以上60cm未満

本 6月、9月 60cm以上90cm未満

本 6月、9月 90cm以上

㎡ 6月、9月 寄植低木

本 6月、9月 30cm未満

本 6月、9月 30cm以上60cm未満

本 6月、9月 60cm以上90cm未満

本 6月、9月 90cm以上

㎡ 6月 寄植低木

本 6月 30cm未満

本 6月 30cm以上60cm未満

本 6月、9月 30cm未満

本 6月、9月 30cm以上60cm未満

本 6月、9月 60cm以上90cm未満

㎡ 6月、9月 寄植低木

本 6月、9月 30cm未満

本 6月、9月 30cm以上60cm未満

本 6月、9月 60cm以上90cm未満

本 6月、9月 90cm以上

備品 車両維持管理（日常点検） 1回/週 通年

車両維持管理（車検） 1回/年

備品全般管理（台帳確認） 随時 通年

2回/年

2回/年

1～2回/
年

1回/年

2回/年

2回/年

1回/年

2,178

3,826

21

210

165

97

588

-

-

-

10,375

スポーツの森

草刈

ふれあいの森

芝生管理

どんぐりの森

スポーツの森

スポーツの森（TBG場、
治水広場）

さくらの森

どんぐりの森

病害虫防除

どんぐりの森

スポーツの森

TBG場、治水広場

さくらの森

ふれあいの森

植栽木管理

どんぐりの森

6,750

1,033

295

15

198

6,750

6,750

5,656

262

782

96

55

122

20

26

220

25

18

131

63

70

7

2

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,540

5,175

2,650

10,375

7,540

7,540

45,507

9,016

9,575

44,455

6,548

10,375

8,095

2,650

8,095

8,095

5,175

40,609

31,007

- 18 -



別表５

平成２７年度主催事業

主催事業名 開催日 開催時間 参加人数 参加費 内容

桜の森で花見遊び 4月4日 9：30～12：00 30 無料 さくらの森でハンモックや積み木などを体験

ホタル放流会 4月5日 16：00～17：00 40 無料 ホタル池と金川へホタルを放流

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
4月12日 11：00～11：30 6 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
4月12日

13：30～14：30
15：00～16：00 8 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
4月19日 11：00～11：30 3 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
4月19日 15：00～16：00 10 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

新緑まつり 4月25日 10：00～16：00 70 -
ワークショップブースや特産品販売、演奏会な
どのイベント

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
4月26日 11：00～11：30 10 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
4月26日

13：30～14：30
15：00～16：00 23 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
5月3日 11：00～11：30 9 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
5月3日

13：30～14：30
15：00～16：00 23 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

自然体験ゲーム 5月4日 9：30～12：00 24 無料 自然の中でｹﾞｰﾑを楽しみながら思いっきり遊ぶ

サイクルカートで交通ルール
とマナーを学ぼう

5月5日 9：00～16：00 - 無料 お巡りさんから交通ルールとマナーを学びます

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
5月10日 11：00～11：30 40 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
5月10日

13：30～14：30
15：00～16：00 47 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
5月17日 11：00～11：30 10 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
5月17日 13：30～15：00 9 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

野鳥との出会い 5月23日 8：00～11：00 20 無料 一番見られる朝方から野鳥の観察

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
5月24日 11：00～11：30 8 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
5月24日

13：30～14：30
15：00～16：00 18 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
5月31日 11：00～11：30 8 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
5月31日

13：30～14：30
15：00～16：00 12 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ホタルの夕べ 6月6日 18：45～21：00 45 無料
春に放流したホタルが飛び交う季節にｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰの解説を聞きながらホタルの観賞

健康講座「金川の森ウォーク」 6月7日 10：00～12：00 4 無料 森林浴を楽しみながらウォーキング

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
6月7日 11：00～11：30 3 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
6月7日 15：00～15：30 19 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
6月14日 11：00～11：30 7 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
6月14日

13：30～14：30
15：00～15：30 26 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
6月21日 11：00～11：30 20 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
6月21日 13：30～14：30 4 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
6月28日 11：00～11：30 9 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
6月28日

13：30～14：30
15：00～15：30 17 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
7月5日

13：30～14：30
15：00～15：30 6 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

森林ヨーガ体験 7月11日 9：30～12：00 20 無料 森林浴の効果を交えてのヨガを体験
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主催事業名 開催日 開催時間 参加人数 参加費 内容

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
7月12日

13：30～14：30
15：00～15：30 16 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

夜の昆虫ウォッチング 7月18日 19：00～21：00 30 300円 金川の森の夜に生息する昆虫を探して歩く

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
7月19日 11：00～11：30 7 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
7月19日

13：30～14：30
15：00～15：30 16 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

どんな昆虫がいるかな？ 7月25日 9：30～12：00 30 無料 金川の森の昼間に生息する昆虫を探して歩く

昆虫クラフト作り 7月26日 9：30～12：00 11 無料 昆虫の体つきをクラフト体験を通して知る

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
7月26日 11：00～11：30 7 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
7月26日 13：30～14：30 4 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
8月9日 11：00～11：30 6 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
8月9日

13：30～14：30
15：00～15：30 17 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

水辺の生き物観察会 8月15日 9：30～12：00 30 無料 河原に入ってたくさんの生き物を見つける

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
8月23日 11：00～11：30 8 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
8月23日

13：30～14：30
15：00～15：30 21 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
8月30日 11：00～11：30 5 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
8月30日 13：30～14：30 7 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
9月6日 11：00～11：30 6 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
9月6日

13：30～14：30
15：00～15：30 9 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
9月13日 11：00～11：30 9 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
9月13日

13：30～14：30
15：00～15：30 13 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

初心者ターゲットバードゴルフ教室 9月19日 9：30～12：00 4 無料 正しいフォームやスイングなど学ぶ

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
9月20日

13：30～14：30
15：00～16：00 36 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
9月21日

13：30～14：30
15：00～16：00 30 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
9月22日 13：30～14：30 14 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

昔の魚とり道具体験 9月23日 9：30～12：00 16 無料 昔ながらの魚取り道具を使って魚やカニを見つける

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
9月27日

13：30～14：30
15：00～15：30 17 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

お月見ナイトプログラム 9月27日 18：00～20：00 14 無料
中秋の名月の夜、季節の情景や自然の音を感
じるプログラム

金川の森きのこ観察会 10月3日 13：30～16：00 22 無料 園内のきのこを探して歩きます

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
10月4日

13：30～14：30
15：00～15：30 25 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

愛犬と仲良くなろう 10月17日 13：30～16：00 12 無料 絆を深める方法とマナーについて学ぶ

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
10月18日 11：00～11：30 13 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
10月18日

13：30～14：30
15：00～15：30 5 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

金川沿岸遺跡めぐり 10月31日 9：30～12：00 9 無料 古墳や甲斐国分寺跡等を見学して歩く

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
11月1日 13：30～14：30 11 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
11月3日 11：00～11：30 11 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
11月3日

13：30～14：30
15：00～16：00 19 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

森のクラフトを作ろう 11月7日 10：00～12：00 14 無料 どんぐりや松ぼっくりを使ってクラフト作り

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
11月15日

13：30～14：30
15：00～16：00 7 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

自転車＆サイクルカートに乗
ろう(県民の日ｲﾍﾞﾝﾄ)

11月20日 9：00～15：00 135 無料 自転車とサイクルカートが無料
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主催事業名 開催日 開催時間 参加人数 参加費 内容

初心者写真教室 11月21日 9：30～12：00 10 無料 園内の風景や自然物を写真に収める

つる細工作り 11月28日 9：30～12：00 19 500円 つるを使ったカゴ編み体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
11月29日 11：00～11：30 8 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
11月29日 13：30～14：30 16 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

森の木の実でリース作り 12月6日 9：30～12：00 20 無料 木の実を拾ってかわいいリースを作成

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ミニスライドショー」
12月6日 11：30～12：00 12 無料

園内の自然や治水文化の写真などをｲﾝﾀｰﾌﾟﾘ
ﾀｰが楽しく解説

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
12月6日 15：00～16：00 13 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
12月20日 15：00～16：00 7 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

松ぼっくりクイズでクッキーゲット 12月20日 随時 104 無料 松ぼっくりに関するｸｲｽﾞに答えて特製ｸｯｷｰをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

松ぼっくりクイズでクッキーゲット 1月5日 随時 3 無料 松ぼっくりに関するｸｲｽﾞに答えて特製ｸｯｷｰをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

森のあったか木モク冬まつり 1月10日 11：00～15：00 - 無料 木質ﾊﾞｲｵﾏｽをﾃｰﾏにしたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟなどの催し

木のある風景コンテスト 1月10日～ 随時 - 無料
作品を募集し冬まつり来園者が審査。その後、
小さな博物館で展示会を開催

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
1月17日

13：30～
15：00～ 11 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
1月24日

13：30～
15：00～ 17 100円

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
1月31日

13：30～
15：00～ 35 200円

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ゲートボール大会 2月6日 9：30～15：00 81 500円 カブトムシの森ゲートボール場にて開催

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
2月7日

13：30～
15：00～ 16 100円

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

冬の生き物観察会 2月11日 13：00～15：00 20 無料 隠れている生き物を探して観察する

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
2月14日

13：30～
15：00～ 17 100円

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ターゲットバードゴルフ大会 2月21日 9：30～12：00 115 500円 スポーツの森TBG場にて開催

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
2月21日 15：00～ 8 100円

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
2月28日

13：30～
15：00～ 8 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
3月6日

13：30～
15：00～ 18 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
3月13日

13：30～
15：00～ 20 100円

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
3月20日

13：30～
15：00～ 22 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

金川景観自然史さんぽ 3月26日 9：30～13：00 10 無料 園内や周辺地域の景観から見る歴史や自然を歩く

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

「ちびっこクラフト」
3月27日

13：30～
15：00～ 10 無料

園内の自然のものを使った幼児から小学生向
けのｸﾗﾌﾄ体験

1803合　　計
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別表５

平成２８年度主催事業

主催事業名 開催日 開催時間 参加人数 参加費 内容

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 4月3日 11：00～12：00 13 無料
自転車で園内を周りながらｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰが旬の
自然や地域の歴史や文化を解説

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 4月3日 13：30～14：30 17 200円
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

ホタル放流会 4月9日 13：30～15：00 33 無料
昨年度から保護飼育したホタルの幼虫をホタ
ル池に放流

絵手紙教室 4月16日 9：30～12：00 15 100円 花や風景などを題材にした絵手紙を作り

新緑まつり 4月24日 10：00～16：00 1200 -
ワークショップブースや特産品販売、演奏会な
どの大規模祭事

春の寄せ植え体験 4月30日 9：30～12：00 13 2000円 春の寄せ植え講座

森で遊ぼう 5月4日 10：00～12：00 24 無料 自然に詳しく仲良くなれる自然体験ゲーム

サイクルカートで交通ルール
とマナーを学ぼう

5月5日 9：00～16：00 - 無料 お巡りさんから交通ルールとマナーを学ぶ

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 5月15日 13：30～14：30 5 100円
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

野鳥との出会い 5月21日 8：00～11：00 20 無料 解説を聞きながら野鳥の観察

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 5月29日 11：00～12：00 6 無料
自転車で園内を周りながらｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰが旬の
自然や地域の歴史や文化を解説

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 5月29日 13：30～14：30 4 100円
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

マウンテンバイク教室 6月4日 10：00～12：00 19 無料 オフロードの安全な乗り方や操作を学ぶ

森林ヨガ体験 6月11日 9：30～12：00 19 無料 森林浴の効果を交えてのヨガを体験

ホタルの夕べ 6月11日 18：45～21：00 70 無料 春に放流したホタルの観賞

金川の森ウォーク 6月18日 9：30～12：00 14 無料 森林浴を楽しみながらウォーキング

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 6月19日 13：30～14：00 12 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

コケ玉を作ろう！ 6月25日 9：30～12：00 24 1000円 コケ玉作り体験

森の水彩スケッチ教室 7月16日 9：30～12：00 16 100円 水彩絵の具で森の風景を描く

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 7月17日 11：00～12：00 9 無料
自転車で園内を周りながらｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰが旬の
自然や地域の歴史や文化を解説

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 7月17日 13：30～14：00 14 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

どんな昆虫がいるかな？ 7月23日 9：30～12：00 30 無料 金川の森や河原にいる昆虫をさがして観察

昆虫クラフト作り 7月30日 9：30～12：00 15 無料 昆虫の体つきをクラフト体験を通して知る

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 7月31日 11：00～12：00 11 無料
自転車で園内を周りながらｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰが旬の
自然や地域の歴史や文化を解説

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 7月31日 13：30～14：00 9 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

森の写生教室 8月8日～10日 9：30～16：00 44 100円
季節の自然物や果物、野菜などを題材に画用
紙に書きます

水辺の生き物観察会 8月13日 9：30～12：00 30 無料 河原に入ってたくさんの生き物を見つける

森の清流まつり 8月14日 9：30～16：00 137 300円 ニジマスのつかみ取りなど

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 9月4日 11：00～12：00 7 無料
自転車で園内を周りながらｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰが旬の
自然や地域の歴史や文化を解説

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 9月4日 13：30～14：30 2 100円
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

初心者ターゲットバードゴルフ教室 9月17日 9：30～12：00 5 無料 正しいフォームやスイングなど学ぶ

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ミニスライドショー」 9月18日 11：00～12：00 11 無料
園内の旬の自然を写真やイラストで紹介
※雨天によりｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞの代ｲﾍﾞﾝﾄ

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 9月18日 13：30～14：30 7 100円
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

昔の魚とり道具体験 9月22日 9：30～12：00 15 無料
昔ながらの魚取り道具を使って魚やカニを探
す

絵手紙教室 9月24日 9：30～12：00 12 100円 花や風景などを題材にした絵切手を作る

金川の森きのこ観察会 10月1日 13：30～16：00 23 無料 園内のきのこを探して歩きます
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主催事業名 開催日 開催時間 参加人数 参加費 内容

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 10月2日 11：00～12：00 7 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 10月9日 11：00～12：00 6 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

もっどうきうきドッグライフ 10月15日 13：30～16：00 7 無料 しつけやマナーを学ぶドッグトレーニング

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 10月16日 11：00～12：00 8 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

金川沿岸遺跡めぐり 10月29日 9：30～12：00 9 無料 古墳や甲斐国分寺跡等を見学して歩く

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 10月30日 11：00～12：00 3 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

野鳥の巣箱づくり 11月3日 9：30～12：00 16 300円 素敵な巣箱をつくる

初心者写真教室 11月19日 9：30～12：00 4 無料 園内の風景や自然物を写真に収める

サイクルカートで交通ルール
とマナーを学ぼう(県民の日)

11月20日 9：30～16：00 255 無料 自転車とサイクルカートの貸し出しが無料

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 11月20日 11：00～12：00 10 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 11月20日 13：30～14：30 16 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

つる細工教室 11月26日 9：30～12：00 25 500円 つるを使ったカゴ編み体験

薪つくり体験会 12月3日 9：30～12：00 9 500円 木材を使って薪割り体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月4日 11：00～12：00 4 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月4日 13：30～14：30 16 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

森の木の実でリース作り 12月10日 9：30～12：00 22 無料 木の実を拾ってかわいいリースを作成

正月寄せ植え体験 12月17日 9：30～12：00 29 2000円 正月用の寄せ植えを作成

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月18日 11：00～12：00 15 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月18日 13：30～14：30 3 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

親子で鷹凧作り 1月14日 9：00～12：00 17 500円 鷹の翼の模様を再現して、凧を作って飛ばす

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 1月15日 13：30～14：30 12 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

金川の森に鬼が来た 1月28日
9：30～12：00
13：30～15：00

61 無料 ドングリを使って豆まき

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 1月29日 13：30～14：30 22 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

ゲートボール大会 2月4日 9：30～15：00 70 500円 ゲートボール親睦大会

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 2月5日 13：30～15：00 5 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

冬の生き物観察会 2月11日 13：00～15：00 13 無料 隠れている生き物を探して観察

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 2月19日 13：30～14：30 5 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

ターゲットバードゴルフ大会 2月19日 9：30～12：00 104 500円 ｽﾎﾟｰﾂの森TBG場にて開催

いろんなもの燻製作りに挑戦 3月4日 13：00～15：00 26 500円 小枝を使って簡単燻製作りを行う

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 3月5日
11：00～12：00
13：30～14：30

11 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

椎茸植菌教室 3月18日 9：30～12：00 40 500円 コナラの原木に種菌を植え込む体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 3月19日
11：00～12：00
13：30～15：00

16 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

2771合　　計
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別表５

平成２９年度主催事業

主催事業名 開催日 開催時間 参加人数 参加費 内容

ホタル放流会 4月1日 13：30～14：30 11 無料
昨年度から保護飼育したホタルの幼虫をホタ
ル池に放流

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 4月2日 11：00～12：00 5 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 4月2日 13：30～14：30 4 無料
自転車で園内をめぐり、旬の自然や公園紹
介、地域の歴史文化を案内

絵手紙教室 4月15日 9：30～12：00 14 100円 季節の花や野菜などを、様々な手法で絵手紙にしていく

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 4月16日 13：30～14：10 12 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

新緑まつり 4月23日 10：00～16：00 2000 -
飲食物や特産品の販売、フリーマーケットや
演奏会、自然体験プログラムを実施

春の寄せ植え体験 4月29日 9：30～12：00 8 2000円 春の園芸品種を専用の鉢に植え込む

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 4月30日 11：00～11：50 5 無料
自転車で園内をめぐり、旬の自然や公園紹
介、地域の歴史文化を案内

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 4月30日 13：30～14：15 11 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

自然体験ゲーム～森で遊ぼう～ 5月4日 10：00～12：00 19 無料 自然に詳しく仲良くなれる自然体験ゲーム

サイクルカートで交通ルール
とマナーを学ぼう

5月5日 9：00～17：00 - 無料
サイクルカート場でパトカーやトラックの乗車
体験。交通安全について啓蒙活動を行う

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 5月7日 11：00～12：00 6 無料
自転車で園内を周りながらｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰが旬の
自然や地域の歴史や文化を解説

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 5月7日 13：30～14：15 8 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

野鳥との出会い 5月20日 8：00～11：00 18 無料 解説を聞きながら野鳥の観察

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 5月21日 13：30～14：10 13 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

マウンテンバイク教室 6月3日 10：00～12：00 15 無料 オフロードの安全な乗り方や操作を学ぶ

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 6月4日 13：30～14：00 7 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

森林ヨガ体験 6月10日 9：30～12：00 12 無料 森林浴の効果を交えてのヨガを体験

金川の森ノルディックウォーク 6月17日 9：30～12：00 12 無料
園内の様々なエリアを巡りながらﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰ
ｷﾝｸﾞを体験。初心者向け教室

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 6月18日 11：00～11：45 4 無料
自転車で園内を周りながらｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰが旬の
自然や地域の歴史や文化を解説

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 6月18日 13：30～14：20 8 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

コケ玉を作ろう！ 6月24日 9：30～12：00 30 1000円 コケ玉作り体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 7月2日 13：30～14：10 4 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

森の水彩スケッチ教室 7月15日 9：30～12：00 11 100円 水彩絵の具で森の風景を描く

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 7月16日 11：10～12：00 6 無料
自転車で園内をめぐり、旬の自然や公園紹
介、地域の歴史文化を案内

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 7月16日 13：30～14：30 6 100円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

どんな昆虫がいるかな？ 7月22日 9：30～12：00 26 無料 金川の森や河原にいる昆虫をさがして観察

昆虫クラフト作り 7月29日 9：30～12：00 9 無料 昆虫の体つきをクラフト体験を通して知る

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 7月30日 13：30～14：00 6 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

森の清流まつり 8月11日 9：30～16：00 194 300円
ニジマスのつかみ取りなど、食べるまでの体
験を多くの参加者に提供

水辺の生き物観察会 8月12日 9：30～12：00 26 無料 河原に入ってたくさんの生き物を見つける

昆虫図鑑づくり 8月13日 9：30～12：00 16 300円 園内で観察できる昆虫を観察し、昆虫図鑑を作成

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 8月20日 13：30～14：30 10 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「サイクルガイド」 9月3日 11：10～11：50 16 無料
自転車で園内をめぐり、旬の自然や公園紹
介、地域の歴史文化を案内

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 9月3日 13：30～14：30 16 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

初心者ターゲットバードゴルフ教室 9月16日 9：30～12：00 3 無料 正しいフォームやスイングなど学ぶ

昔の魚とり道具体験 9月18日 9：30～12：00 7 無料
昔ながらの魚取り道具を使って魚やカニを探
す
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主催事業名 開催日 開催時間 参加人数 参加費 内容

絵手紙教室 9月23日 9：30～12：00 14 100円 花や風景などを題材にした絵手紙を作る

金川の森きのこ観察会 9月30日 13：30～16：00 8 無料 園内のきのこを探して歩きます

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 10月1日 13：30～14：30 10 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

ドッグトレーニング教室 10月14日 13：30～15：30 7 無料 しつけや散歩のマナーを学ぶドッグトレーニング

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 10月15日 14：00～14：30 3 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

野鳥の巣箱づくり 11月3日 9：30～12：00 8 500円 シジュウカラなど小型の野鳥専用巣箱をつくる

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 11月5日 13：30～14：30 10 無料
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

初心者写真教室 11月18日 9：30～12：00 11 無料 カメラの使い方を基礎から学ぶ

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 11月19日 13：30～14：30 8 500円
未就学児から小学生対象の、自然のものを
使った素朴なｸﾗﾌﾄ･ｱｰﾄ体験

サイクルカートで交通ルール
とマナーを学ぼう(県民の日)

11月20日 9：00～16：00 419 無料 自転車とサイクルカートの貸し出しが無料

つる細工教室 11月25日 9：00～12：00 18 500円 つるを使ったカゴ編み体験

森の木の実でリース作り 12月2日 9：30～12：00 25 無料 木の実を用いてクリスマスリースを作成

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月3日 11：00～12：00 7 500円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月3日 13：30～14：30 13 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

正月寄せ植え体験 12月16日 9：30～12：00 21 2000円 縁起の良い植物を植え込む正月用の寄せ植え体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月17日 11：00～12：00 2 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 12月17日 13：30～14：30 10 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 1月7日 11：00～12：00 2 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 1月7日 13：30～14：30 19 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

親子で鷹凧作り 1月13日 9：30～12：00 11 500円 新年に縁起の良い鷹の凧を作って飛ばす

あったか森の木モク冬まつり 1月21日 10：00～15：00 700入場無料
木質バイオマスをテーマに、心も身体も温まる
各種ワークショップを展開

金川の森に鬼が来た！ 1月27日
10：00～12：00
13：30～15：30

77 無料 ドングリを使って豆まき

ゲートボール大会 2月3日 9：30～15：30 78 500円 ゲートボール親睦大会

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 2月4日 11：00～12：00 2 100円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 2月4日 13：30～14：30 13 100円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

冬の生き物観察会 2月10日 13：00～15：00 13 無料 様々な場所に隠れている生き物を探して観察

ターゲットバードゴルフ大会 2月18日 9:30～12:30 91 500円 ｽﾎﾟｰﾂの森TBG場にて開催

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 2月18日 11：00～12：00 2 100円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 2月18日 13：30～14：30 6 100円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

いろんな木で燻製作りに挑戦 3月3日 13：00～15：30 15 500円 森の小枝を使って簡単燻製作りを行います

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 3月4日 11：00～12：00 5 100円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 3月4日 13：30～14：30 3 100円
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

椎茸植菌体験教室 3月17日 9：30～11：30 43 800円 地元産コナラの原木に種菌を植え込む体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 3月18日 11：00～12：00 5 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

定期ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「ちびっこクラフト」 3月18日 13：30～14：30 7 無料
金川の森の自然のものを使った幼児から小学
生向けのクラフト体験

1633合　　計
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別表６

平成２７・２８・２９年度利用実績
１．利用者の推移

（単位：人）
H２７ H２８ H２９
322,850 304,600 275,050

うち有料施設利用者数 66,692 62,223 57,193
うち無料施設利用者数 57,021 54,500 46,337

※利用者総数は推定値

利用者総数

- 26 -



別表７

　　１）収入 単位：千円

実績 内訳

利用料金収入 7,000,900施設利用料

69,942,000

事業収入 769,900物品販売収入、利息収入外

自動販売機収入 2,323,971

自主事業からの充当 669,600

80,706,371

　　２）支出

実績 内訳

給料手当

共済費

臨時雇用賃金

退職積立繰入額

5,863,614電気代、水道代、暖房用灯油、自動車ガソリン

2,269,544遊具、自転車、サイクルカート等

32,059,197
植栽管理、遊具点検、警備、清掃、廃棄物委処理、錦鯉管理、自転車等貸出、消防設備点
検、浄化槽・受水槽維持管理等

208,000販売物品仕入に係る支出

547,723

5,352,511主催事業に係る経費（講師謝礼、物品購入、傷害保険料等）

0

0

273,954園地及び館内管理等及び事務用品に係る物品購入等

312,868パンフレット作成代、コピー代

1,226,663電話代、切手代、宅急便、インターネット使用料

1,378,080

180,000銀行振込手数料

457,540

1,181,033
レンタルサーバー使用料、銀行振込システム使用料、コピー機付加機能料、NHK受信料、
用水使用料

備品購入費 579,915

負担金 165,093

231,997法人税、印紙代、重量税

78,940,746

※別途、県において支出した建築基準法第１２条に基づく検査があります。

公租公課費

合計(B)

使用料及び賃借料

原材料費

報償費

主催・支援事業費

旅費

交際費

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

広告費

手数料

保険料

委託費

平成２７年度管理運営経費の内訳

項　　目

指定管理料

合計(A)

項　　目

人件費 26,653,014

光熱水費

修繕費
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別表７

　　１）収入 単位：千円

実績 内訳

利用料金収入 6,473,450施設利用料

69,840,000

事業収入 479,136物品販売収入、利息収入外

自動販売機収入 2,254,126

自主事業からの充当 673,850

79,720,562

　　２）支出

実績 内訳

給料手当

共済費

臨時雇用賃金

退職積立繰入額

5,660,670電気代、水道代、暖房用灯油、自動車ガソリン

2,404,911遊具、自転車、サイクルカート等

34,400,782
植栽管理、遊具点検、警備、清掃、廃棄物委処理、錦鯉管理、自転車等貸出、消防設備点
検、浄化槽・受水槽維持管理等

209,000販売物品仕入に係る支出

519,744

5,121,312主催事業に係る経費（講師謝礼、物品購入、傷害保険料等）

0

0

203,298園地及び館内管理等及び事務用品に係る物品購入等

19,824パンフレット作成代、コピー代

1,022,654電話代、切手代、宅急便、インターネット使用料

1,412,640

135,000銀行振込手数料

452,070

1,387,307
レンタルサーバー使用料、銀行振込システム使用料、コピー機付加機能料、NHK受信料、
用水使用料

備品購入費 936,569

負担金 173,336

123,150法人税、印紙代、重量税

77,160,167

※別途、県において支出した建築基準法第１２条に基づく検査があります。

報償費

主催・支援事業費

旅費

交際費

消耗品費

印刷製本費

公租公課費

合計(B)

通信運搬費

広告費

手数料

保険料

使用料及び賃借料

委託費

原材料費

指定管理料

合計(A)

項　　目

人件費

光熱水費

修繕費

22,977,900

平成２８年度管理運営経費の内訳

項　　目
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別表７

　　１）収入 単位：千円

実績 内訳

利用料金収入 5,965,750施設利用料

69,737,000

事業収入 439,076物品販売収入、利息収入外

自動販売機収入 2,001,737

自主事業からの充当 655,350

78,798,913

　　２）支出

実績 内訳

給料手当

共済費

臨時雇用賃金

退職積立繰入額

6,365,266電気代、水道代、暖房用灯油、自動車ガソリン

2,060,282遊具、自転車、サイクルカート等

32,855,463
植栽管理、遊具点検、警備、清掃、廃棄物委処理、錦鯉管理、自転車等貸出、消防設備点
検、浄化槽・受水槽維持管理等

0販売物品仕入に係る支出

397,359

5,037,843主催事業に係る経費（講師謝礼、物品購入、傷害保険料等）

0

0

259,336園地及び館内管理等及び事務用品に係る物品購入等

183,600パンフレット作成代、コピー代

1,089,376電話代、切手代、宅急便、インターネット使用料

1,420,200

135,000銀行振込手数料

470,810

1,096,273
レンタルサーバー使用料、銀行振込システム使用料、コピー機付加機能料、NHK受信料、
用水使用料

備品購入費 459,371

負担金 112,625

233,550法人税、印紙代、重量税

76,753,948

※別途、県において支出した建築基準法第１２条に基づく検査があります。

合計(B)

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

広告費

手数料

保険料

平成２９年度管理運営経費の内訳

項　　目

指定管理料

合計(A)

項　　目

人件費

光熱水費

修繕費

委託費

24,577,594

原材料費

報償費

主催・支援事業費

旅費

交際費

使用料及び賃借料

公租公課費
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山梨県都市公園条例 
昭和三十九年三月三十一日 
山梨県条例第二十一号 

目次 
第一章 総則（第一条・第二条） 
第一章の二 都市公園の設置に関する基準（第二条の二―第二条の六） 
第二章 都市公園の管理（第三条―第九条） 
第三章 指定管理者による管理（第十条―第十七条の二） 
第四章 監督（第十八条―第二十三条） 
第五章 雑則（第二十四条―第三十条） 
第六章 罰則（第三十一条―第三十三条） 
附則 
第一章 総則 

（趣旨） 
第一条 この条例は、都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。）

の規定に基づき、都市公園の設置に関する基準及び都市公園の管理に関し必要な事

項を定めるものとする。 
（定義） 
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおり

とする。 
一 都市公園 法第二条第一項に規定する都市公園 
二 公園施設 法第二条第二項に規定する公園施設 
三 有料公園施設 別表第一上欄に掲げる都市公園の同表下欄に掲げる使用料又

は利用料金を徴収して利用に供する公園施設 
第一章の二 都市公園の設置に関する基準 

（都市公園の設置基準） 
第二条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、次条及び第二条の四に定めると

ころによる。 
（県民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準） 
第二条の三 県民一人当たりの都市公園（国又は市町村が設置するものを含む。）の

敷地面積の標準は、十平方メートルから県内に存する都市緑地法（昭和四十八年法

律第七十二号）第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同

法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地の県民一人当たりの敷地面積を

添付資料１

- 35 -

（抜粋）



 

控除して得た面積以上とする。 
（都市公園の配置及び規模の基準） 
第二条の四 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応

じて県内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に

資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるもの

とする。 
一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街

区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、

〇・二五ヘクタールを標準とすること。 
二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣

に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二

ヘクタールを標準とすること。 
三 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園

は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その

敷地面積は、四ヘクタールを標準とすること。 
四 主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域

を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、

遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるよう

に配置し、その敷地面積は、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機

能を十分発揮することができる規模とすること。 
２ 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、

主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生

息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中

心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に

掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的

に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びそ

の敷地面積を定めるものとする。 
（公園施設の設置基準） 
第二条の五 法第四条第一項の条例で定める割合は、百分の二とする。 
２ 法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める数値を限度とする。 
一 都市公園法施行令（昭和三十一年政令第二百九十号。以下この項において「政

令」という。）第六条第一項第一号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、

添付資料１
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前項に規定する割合に百分の十を加えた割合 
二 政令第六条第一項第二号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項に

規定する割合に百分の二十を加えた割合 
三 政令第六条第一項第三号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項又

は前二号に規定する割合に百分の十を加えた割合 
四 政令第六条第一項第四号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、前項又

は前三号に規定する割合に百分の二を加えた割合 
五 政令第六条第六項に掲げる場合 同項に規定する建築物に限り、前項に規定す

る割合に百分の十を加えた割合 
（公園施設に関する制限） 
第二条の六 政令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。 

第二章 都市公園の管理 
（行為の禁止） 
第三条 都市公園においては、正当な理由がなく次の各号に掲げる行為をしてはなら

ない。 
一 公園施設の損傷又は汚損 
二 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷 
三 土地の形質の変更 
四 鳥獣類の捕獲又は殺傷 
五 はり紙若しくははり札又は広告の表示 
六 ごみの投げ捨てその他の不衛生な行為 
七 たき火その他の公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為 
八 立入禁止区域への立入り 
九 指定された場所以外の場所への車馬の乗入れ 
（行為の制限） 
第四条 都市公園（有料公園施設を除く。）において次に掲げる行為をしようとする

者は、規則の定めるところにより申請書を知事に提出し、その許可を受けなければ

ならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為 
二 業としての写真又は映画の撮影 
三 興行 
四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し 
五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 
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２ 知事は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認

める場合に限り、同項の許可を与えることができる。ただし、当該行為による都市

公園の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七

十七号）第二条第二号に規定する暴力団（第十四条第三項第五号において単に「暴

力団」という。）の利益となると認められる場合は、この限りでない。 
３ 知事は、第一項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附すること

ができる。 
（休業日及び利用時間） 
第五条 公園施設の休業日及び利用時間は、別表第二のとおりとする。ただし、知事

は、必要があると認めるときは、臨時に休業日に営業し、若しくは休業日以外の日

に休業し、又は利用時間を変更することができる。 
第六条 削除 
（利用の禁止又は制限） 
第七条 知事は、都市公園の保全のため必要があると認めるときは、その利用を禁止

し、又は制限することができる。 
（許可の取消し等） 
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつ

てした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為

の中止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 
一 この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者 
二 この条例の規定による許可に附した条件に違反した者 
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者 
四 第四条第二項ただし書に規定する場合に該当する者 
２ 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を

受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ず

ることができる。 
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合 
三 前各号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合 
（使用料等） 
第九条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の許

可又は第十四条第一項若しくは第二項の承認（山梨県芸術の森公園の利用に係るも

のに限る。第二号において同じ。）を受けた者は、次に定める使用料を、規則の定
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めるところにより納付しなければならない。 
一 第四条第一項各号に定める行為の場合又は工作物その他の物件若しくは公園

施設の利用等（以下この号において「行為又は利用等」という。）については、

別表第三に定める額（当該行為又は利用等が消費税法（昭和六十三年法律第百八

号）第四条第一項に規定する資産の譲渡等に該当し、かつ、同法第六条第一項の

規定により消費税の非課税のものに該当しないときは、当該行為又は利用等につ

いて同表に定める額に百分の百八を乗じて得た額） 
二 第十四条第一項又は第二項の承認を受けた利用については、別表第四に定める

額 
２ 知事は、公益上必要があると認める場合においては、前項の使用料の全部又は一

部を免除することができる。 
３ 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責に帰すること

のできない理由によつて当該許可に係る行為をすることができなくなつた場合に

おいては、その全部又は一部を還付するものとする。 
第三章 指定管理者による管理 

（指定管理者による管理） 
第十条 知事は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第

三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）

に別表第五の上欄に掲げる都市公園の管理を行わせるものとする。 
（指定管理者が行う業務の範囲） 
第十一条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 公園施設及び設備器具の維持保全に関する業務 
二 有料公園施設の利用の承認に関する業務 
三 別表第五の上欄に掲げる都市公園ごとに、それぞれ同表の下欄に定める業務 
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務 
（指定の手続） 
第十二条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、

申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出し

なければならない。 
２ 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により

指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。 
一 事業計画の内容が、都市公園の効用を発揮することができるものであること。 
二 事業計画の内容が、都市公園の適正かつ効率的な管理を図ることができるもの
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であること。 
三 事業計画の内容が、都市公園の平等な利用を確保することができるものである

こと。 
四 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎

を有していること。 
（指定管理者の管理する公園施設の休業日及び利用時間） 
第十三条 第五条ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理する公園施設にあ

つては、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、若しくは休

業日以外の日に休業し、又は利用時間を変更することができる。 
（利用の承認等） 
第十四条 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければ

ならない。 
２ 前項の承認を受けた者が当該承認に係る有料公園施設内に第三条第五号の広告

を表示しようとする場合は、指定管理者の承認を受けて同号の広告を表示すること

ができる。 
３ 指定管理者は、前二項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号の

いずれかに該当するときは、承認しないものとする。 
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。 
二 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。 
三 宿泊施設にあつては、衛生上支障があると認められるとき。 
四 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。 
五 その利用が暴力団の利益となると認められるとき。 
（承認の取消し） 
第十五条 有料公園施設を管理する指定管理者は、当該有料公園施設を利用する者が

前条第三項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項又は第二項の承

認を取り消すものとする。 
（利用料金等） 
第十六条 第十四条第一項又は第二項の承認（山梨県芸術の森公園の利用に係るもの

を除く。）を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る有料公園施設の利用

に係る料金（以下「利用料金」という。）を納付しなければならない。 
２ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 
３ 利用料金の額は、別表第六に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指

定管理者が定める。 
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４ 第十三条の規定による利用時間の変更の承認（以下この項において「変更承認」

という。）により、利用時間の開始の時刻が別表第二第二号イの表に規定する利用

時間の開始の時刻以前となり、又は利用時間の終了の時刻が同表に規定する利用時

間の終了の時刻以後となつたとき（有料大会等のために利用する場合を除く。）は、

当該変更承認に係る利用時間の開始の時刻又は終了の時刻を同表に規定する利用

時間の開始の時刻又は終了の時刻とみなして別表第六の規定を適用する。この場合

において、変更承認を受けて指定管理者が利用時間を変更するときにおける同表の

規定の適用に当たつての技術的読替え、同表に定める額の算定その他変更承認を受

けた利用時間に対するこの条例の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。 
５ 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することが

できる。 
６ 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、有料公園施設を利用する者の責

に帰することができない理由によつて利用できなかつた場合は、その全部又は一部

を還付することができる。 
（事業報告書の作成及び提出） 
第十七条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項（山梨県芸術の

森公園を管理する指定管理者にあつては、第三号に掲げる事項を除く。）を記載し

た事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中にお

いて指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二

月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。 
一 第十一条各号に掲げる業務の実施の状況 
二 都市公園の管理の業務に係る収支の状況 
三 利用料金の収入の状況 
四 前三号に掲げるもののほか、都市公園の管理の状況を把握するために知事が必

要と認める事項 
（知事による管理） 
第十七条の二 第十条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるもの

がないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四

十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定

めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、

又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第十一条に規定する都市公園の

管理の業務の全部又は一部を行うものとする。 
２ 前項の場合（業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を
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命じた業務に第十四条第一項及び第二項の規定による承認が含まれるときに限

る。）における同条及び第十五条の規定の適用については、第十四条中「指定管理

者」とあるのは「知事」と、同条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。た

だし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」

と、第十五条中「有料公園施設を管理する指定管理者は、当該」とあるのは「知事

は、」とする。 
３ 第一項の場合（業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止

を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。）において、第十四条第一

項又は第二項の承認を受けた者は、第十六条の規定にかかわらず、別表第六に定め

る額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場

合において、同条第一項の規定により指定管理者に対して既に納付した利用料金が

あるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。 
４ 前項の場合における別表第六の規定の適用については、同表中「利用料金限度額」

とあるのは「使用料の限度額」と、「定期利用料金限度額」とあるのは「定期使用

料の限度額」と、「定期利用料金」とあるのは「定期使用料」とする。 
５ 第九条第二項及び第三項の規定は、第三項の場合について準用する。この場合に

おいて、同条第二項中「前項」とあるのは「第十七条の二第三項」と、同条第三項

ただし書中「許可を」とあるのは「承認を」と、「当該許可に係る行為」とあるの

は「当該承認に係る利用又は広告の表示」と読み替えるものとする。 
６ 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行つた後指定管理者が

当該業務を行うこととなつた場合における第十四条第一項及び第十六条第一項の

規定の適用については、第十四条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。た

だし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第

十六条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認

について第十七条の二第三項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該

使用料は、利用料金とみなす」とする。 
第四章 監督 

（工作物等を保管した場合の公示事項） 
第十八条 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 
一 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量 
二 保管した工作物等の放置されていた場所及びその工作物等を除却した日時 
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 
四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため知事が必要と認
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める事項 
（工作物等を保管した場合の公示の方法） 
第十九条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うもの

とする。 
一 保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。 
二 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号

の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知る

ことができないときは、その公示の要旨を県公報に掲載すること。 
２ 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式によ

る保管工作物等一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。 
（工作物等の価額の評価の方法） 
第二十条 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価

格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関す

る事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認め

るときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことが

できる。 
（保管した工作物等を売却する場合の手続） 
第二十一条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札

に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その

他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約

により売却することができる。 
第二十二条 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうと

するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作

物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲

示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。 
２ 知事は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするとき

は、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその工作物等の名称

又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知するものとする。 
３ 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二

人以上の者から見積書を徴するものとする。 
（工作物等を返還する場合の手続） 
第二十三条 知事は、保管した工作物等を当該工作物等の所有者等に返還するときは、

返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法
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によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であるこ

とを証明させるものとする。 
第五章 雑則 

（公園施設の設置等の申請書の記載事項） 
第二十四条 法第五条第一項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、

期間、場所、内容及び方法その他規則で定める事項とする。 
２ 法第六条第二項の条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設の管理の方

法その他規則で定める事項とする。 
（軽易な変更事項） 
第二十五条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、工作物その

他の物件又は施設の主要構造部に影響を与えない構造の一部変更その他規則で定

める事項とする。 
（都市公園の区域の変更及び廃止） 
第二十六条 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当

該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明ら

かにして、その旨を告示しなければならない。 
（公園予定区域及び予定公園施設についての準用） 
第二十七条 第三条、第四条、第七条から第九条まで、第二十四条及び第二十五条の

規定は、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準

用する。 
（警察本部長への情報提供依頼） 
第二十八条 知事は、次に掲げる場合においては、第四条第一項の許可又は第十四条

第一項若しくは第二項（これらの規定を第十七条の二第二項において読み替えて適

用する場合を含む。）の承認（第四号及び次条において「利用承認」という。）を

受けようとする者又は受けた者（当該者が法人である場合には、その役員。次条に

おいて同じ。）に関し、山梨県暴力団排除条例（平成二十二年山梨県条例第三十五

号）第二条第三号に規定する暴力団員等（次条において単に「暴力団員等」という。）

であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。 
一 第四条第一項の許可をしようとする場合 
二 第八条第一項の規定による第四条第一項の許可の取消し、その効力の停止若し

くは同条第三項の条件の変更又は行為の中止、原状回復その他必要な措置の命令

をしようとする場合 
三 指定管理者又は知事が第十四条第一項（第十七条の二第二項において読み替え
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て適用する場合を含む。別表第六第七号の表備考２において同じ。）の承認をし

ようとする場合 
四 指定管理者又は知事が第十五条（第十七条の二第二項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定による利用承認の取消しをしようとする場合 
（知事への情報提供） 
第二十九条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、

その保有する情報により第四条第一項の許可若しくは利用承認を受けようとする

者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情

報を提供することができる。 
（委任） 
第三十条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。 

第六章 罰則 
（過料） 
第三十一条 次の各号の一に該当する者に対しては五万円以下の過料を科する。 
一 第三条の規定に違反して同条各号の一に掲げる行為をした者 
二 第四条第一項の規定に違反して同項各号の一に掲げる行為をした者 
三 第八条の規定による知事の命令に違反した者 
第三十二条 偽りその他不正な行為によりこの条例による使用料の徴収を免れた者

に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。 
（両罰規定） 
第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、昭和三十九年五月一日から施行する。 
（山梨県公園使用料条例の廃止） 
２ 山梨県公園使用料条例（昭和十八年山梨県条例第十一号）は、廃止する。 
（山梨県県営運動場管理及び使用料条例の一部改正） 
３ 山梨県県営運動場管理及び使用料条例（昭和二十三年山梨県条例第三十三号）の

一部を次のように改正する。 
〔次のよう〕略 

（経過措置） 
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４ この条例施行の際、現に山梨県公園使用料条例又は山梨県県営運動場管理及び使

用料条例の規定により受けている許可は、この条例の規定により受けた許可とみな

す。 
５ この条例施行の際、現に法、山梨県公園使用料条例又は山梨県県営運動場管理及

び使用料条例の規定による許可を受けている者の使用料については、その許可を受

けた期間の満了するまでは、なお従前の例による。 
附 則（昭和四一年条例第九号）抄 

（施行期日） 
１ この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。 

附 則（昭和四二年条例第二〇号） 
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。 
附 則（昭和四三年条例第三九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（昭和四六年条例第二五号） 

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。 
ただし、この条例による改正後の山梨県都市公園条例第十条第一項の規定並びに別

表第一及び別表第二の四に関する部分については、昭和四十六年七月一日から施行す

る。 
附 則（昭和四六年条例第三五号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（昭和四九年条例第一四号） 

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。 
ただし、この条例による改正後の山梨県都市公園条例別表第一（バレーボール場を

削る改正部分を除く。）及び別表第二の四のスポーツ会館に関する部分については、

規則で定める日から施行する。 
附 則（昭和五一年条例第一八号） 

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。 
附 則（昭和五一年条例第二七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（昭和五七年条例第一二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（昭和五九年条例第二一号） 

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。 
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附 則（昭和六一年条例第一六号） 
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日か

ら施行する。 
一 第一条の規定 昭和六十一年四月一日 
二 第二条の規定 昭和六十一年十一月一日 
三 第三条の規定 昭和六十二年十一月一日 
附 則（昭和六三年条例第一四号） 

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。 
附 則（平成元年条例第一七号） 

この条例は、平成元年四月一日から施行する。 
ただし、別表第一の改正規定（庭球場に係る部分に限る。）及び別表第二の改正規

定（同表第八号イに係る部分に限る。）は同年五月一日から、別表第一の改正規定（庭

球場に係る部分を除く。）及び別表第二の改正規定（同表第八号ロに係る部分に限る。）

は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。 
（平成元年規則第三九号で平成元年七月二七日から施行） 
附 則（平成元年条例第三二号） 

この条例は、平成元年四月一日から施行する。 
附 則（平成二年条例第一五号） 

この条例は、平成二年四月一日から施行する。 
ただし、別表第一山梨県曽根丘陵公園の項の改正規定及び別表第二第八号に次のよ

うに加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。 
（平成二年規則第三〇号で平成二年八月一日から施行） 
附 則（平成四年条例第二〇号） 

この条例は、平成四年四月一日から施行する。 
附 則（平成六年条例第五号） 

この条例は、平成六年四月一日から施行する。 
附 則（平成六年条例第三二号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成六年十二月一日から施行する。 
（経過措置） 
２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
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る。 
附 則（平成七年条例第八号） 

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。 
（平成七年規則第四一号で平成七年四月二八日から施行） 
附 則（平成七年条例第一八号） 

この条例は、平成七年四月一日から施行する。 
附 則（平成七年条例第三二号） 

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。 
（平成七年規則第五五号で平成七年一〇月七日から施行） 
附 則（平成八年条例第四号） 

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日

から施行する。 
（平成八年規則第二九号で平成八年五月三〇日から施行） 
附 則（平成八年条例第一五号） 

この条例は、平成八年九月一日から施行する。 
附 則（平成九年条例第二八号） 

この条例は、平成九年四月一日から施行する。 
附 則（平成一一年条例第一三号） 

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。 
附 則（平成一二年条例第四八号） 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 
附 則（平成一二年条例第六五号） 

この条例は、平成十二年九月一日から施行する。 
附 則（平成一四年条例第二〇号） 

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 
附 則（平成一六年条例第二〇号） 

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。 
附 則（平成一六年条例第四三号） 

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百九号）

の施行の日から施行する。 
（施行の日＝平成一六年一二月一七日） 

添付資料１

- 48 -



 

附 則（平成一七年条例第五四号） 
（施行期日） 
１ この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 
（経過措置） 
２ 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県都市

公園条例（以下「新条例」という。）第十条及び第十二条の規定の例により、新条

例第十条に規定する都市公園の管理に関し、地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。 
附 則（平成一八年条例第二〇号） 

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。 
ただし、別表第一に山梨県桂川ウェルネスパークの項を加える改正規定、別表第二

第一号イの表の改正規定、別表第二第二号イの表の改正規定（山梨県桂川ウェルネス

パークに係る部分に限る。）及び別表第四第二号を同表第三号とし、同表第一号の次

に一号を加える改正規定は、平成十九年三月二十二日から施行する。 
附 則（平成一八年条例第五九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成二〇年条例第一五号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 
（経過措置） 
２ 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県都市

公園条例第十条及び第十二条の規定の例により、山梨県芸術の森公園及び山梨県桂

川ウェルネスパークの管理に関し、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。 
附 則（平成二一年条例第四六号） 

この条例は、平成二十一年八月二日から施行する。 
附 則（平成二二年条例第三三号） 

この条例は、平成二十二年七月二十一日から施行する。 
ただし、別表第一及び別表第六第一号イの改正規定は、同年十月一日から施行する。 
附 則（平成二四年条例第二六号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。 
（山梨県都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 
３ 第二条の規定による改正後の山梨県都市公園条例第四条第二項及び第十四条第

三項の規定は、施行日以後に行われる同条例第四条第一項の許可及び同条例第十四

条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改

正前の山梨県都市公園条例第四条第一項の許可及び同条例第十四条第一項の承認

の申請については、なお従前の例による。 
附 則（平成二四年条例第八三号） 

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 
ただし、別表第二の改正規定（「稲荷櫓

やぐら

」を「櫓
やぐら

」に改める部分に限る。）は、

同年一月十日から施行する。 
附 則（平成二六年条例第三四号） 

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 
附 則（平成二九年条例第四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成三十年条例第七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成三十年条例第二十三号） 

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十六条第五項

を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改

正規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内

において規則で定める日から施行する。 
別表第一（第二条関係） 

都市公園の名称 公園施設の種類 

山梨県緑が丘スポー

ツ公園 

洋弓場、体育館及びスポーツ会館並びにこれらの附帯施設 

山梨県小瀬スポーツ

公園 

野球場、陸上競技場、補助競技場、庭球場、球技場、水泳プール、体育館、

武道館、アイスアリーナ及びクライミング場並びにこれらの附帯施設 

山梨県富士北麓公園 野球場、陸上競技場、屋内練習走路、球技場、体育館及びフリーウエイト

トレーニング室並びにこれらの附帯施設 

山梨県御勅使南公園 ラグビー場及びその附帯施設 

山梨県芸術の森公園 茶室及びその附帯施設 

山梨県富士川クラフ カヌー場及びその附帯施設 
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トパーク 

山梨県笛吹川フルー

ツ公園 

屋内研修施設、料理教室及び作業室並びにこれらの附帯施設 

山梨県森林公園金川

の森 

ターゲットバードゴルフ場及びその附帯施設 

山梨県桂川ウェルネ

スパーク 

料理教室兼作業室及び会議室並びにこれらの附帯施設 

別表第二（第五条関係） 

一 休業日 

イ 有料公園施設の休業日 

区分 休業日 摘要 

山梨県緑が丘スポーツ公園及

び山梨県御勅使南公園の有料

公園施設 

一 月曜日（この日が国民の祝日

に関する法律（昭和二十三年法

律第百七十八号）に規定する休

日（以下「休日」という。）で

ある場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から翌年の一

月三日までの日 

四月三〇日から五月五日まで

の日は、休業日としないものとす

る。 

山梨県小瀬スポーツ公園及び

山梨県富士北麓公園の有料公

園施設（水泳プール及びアイ

スアリーナを除く。） 

一 火曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から翌年の一

月三日までの日 

山梨県小瀬スポーツ公園の水

泳プール 

一 火曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一〇月一日から翌年の五月

三一日までの日 

七月二一日から八月三一日ま

での日は、休業日としないものと

する。 

山梨県小瀬スポーツ公園のア

イスアリーナ 

一 火曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 四月一日から七月三一日ま

での日 

一月二日、同月三日、八月一日

から同月三一日までの日及び一

二月二九日から同月三一日まで

の日は、休業日としないものとす

る。 

山梨県富士川クラフトパーク

の有料公園施設 

一 水曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

四月三〇日から五月五日まで

の日は、休業日としないものとす
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二 一一月一日から翌年の二月

末日までの日 

る。 

山梨県笛吹川フルーツ公園の

有料公園施設 

一 水曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から同月三一

日までの日 

一月二日、同月三日、四月三〇

日から五月五日までの日及び七

月二一日から八月三一日までの

日は、休業日としないものとす

る。 山梨県森林公園金川の森のタ

ーゲットバードゴルフ場 

一 月曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から翌年の一

月一日までの日 

山梨県桂川ウェルネスパーク

の有料公園施設 

一 水曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から翌年の一

月一日までの日 

その他の有料公園施設 一 月曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から翌年の一

月三日までの日 

  

ロ その他の公園施設の休業日 

区分 休業日 摘要 

山梨県舞鶴城公園の櫓
やぐら

 一 月曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から翌年の一

月三日までの日 

  

山梨県御勅使公園の庭球場及

び自由広場 

一二月二九日から翌年の一月

五日までの日 

  

山梨県富士川クラフトパーク

のサービスセンター 

一 水曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二七日から翌年の一

月一日までの日 

四月三〇日から五月五日まで

の日及び七月一日から八月三一

日までの日は、休業日としないも

のとする。 

山梨県森林公園金川の森の乗

り物広場及びサービスセンタ

ー 

一 月曜日（この日が休日である

場合は、その翌日） 

二 一二月二九日から翌年の一

一月二日、同月三日、四月三〇

日から五月五日までの日及び七

月二一日から八月三一日までの
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月一日までの日 日は、休業日としないものとす

る。 

二 利用時間 

イ 有料公園施設の利用時間 

区分 利用時間 

山梨県緑が丘スポーツ公園の体育館及びスポーツ

会館（研修室及び会議室）、山梨県小瀬スポーツ

公園の野球場、陸上競技場、庭球場、球技場、体

育館、武道館、アイスアリーナ及びクライミング

場並びに山梨県富士北麓公園の陸上競技場、屋内

練習走路、体育館及びフリーウエイトトレーニン

グ室 

午前八時三〇分から午後九時まで 

山梨県緑が丘スポーツ公園のスポーツ会館（屋内

プール） 

午前九時から正午まで、午後一時から午後四時

三〇分まで及び午後五時三〇分から午後八時

三〇分まで 

山梨県緑が丘スポーツ公園のスポーツ会館（宿泊

施設） 

午後三時から翌日の午前一〇時まで 

山梨県芸術の森公園の茶室、山梨県笛吹川フルー

ツ公園の屋内研修施設、料理教室及び作業室並び

に山梨県桂川ウェルネスパークの料理教室兼作業

室及び会議室 

午前九時から午後九時まで 

山梨県森林公園金川の森のターゲットバードゴル

フ場 

午前九時から午後五時まで 

その他の有料公園施設 午前八時三〇分から午後五時三〇分まで 

ロ その他の公園施設の利用時間 

区分 利用時間 

山梨県舞鶴城公園の櫓
やぐら

 午前九時から午後四時三〇分まで 

山梨県御勅使公園の庭球場及び自由広場、山梨県

富士川クラフトパークのサービスセンター並びに

山梨県森林公園金川の森の乗り物広場及びサービ

スセンター 

午前九時から午後五時まで 

山梨県曽根丘陵公園、山梨県芸術の森公園及び山

梨県笛吹川フルーツ公園の野外研修施設 

午前九時から午後九時まで 
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山梨県曽根丘陵公園の庭球場 午前八時三〇分から午後九時まで 

山梨県曽根丘陵公園の研修センター 午前八時三〇分から午後五時まで 

山梨県笛吹川フルーツ公園の屋根付広場・展示室 午前九時から午後五時まで。ただし、五月一日

から一〇月三一日までの間の土曜日、日曜日及

び休日にあつては、午前九時から午後五時三〇

分まで 

別表第三（第九条関係） 

一 法第五条第一項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合 

区分 単位 金額 

建築物である公園施設 一平方メートル一年 五〇、〇〇〇円以内で知事が定める

額 

建築物でない公園施設 一平方メートル一年 三、二〇〇円以内で知事が定める額 

二 法第六条第一項又は第三項の規定により都市公園を占用する場合 

占用物件 占用料 

単位 所在地 

市 町村 

第一種電柱 一本一年 一、〇〇〇円 七七〇円

第二種電柱 一、六〇〇円 一、二〇〇円

第三種電柱 二、二〇〇円 一、六〇〇円

第一種電話柱 九三〇円 六九〇円

第二種電話柱 一、五〇〇円 一、一〇〇円

第三種電話柱 二、一〇〇円 一、五〇〇円

共架電線その他上空に設ける線類 一メートル一年 一〇円 七円

地下電線その他地下に設ける線類 五円 四円

変圧塔 一基一年 一、四〇〇円 一、一〇〇円

道路法（昭和二十

七年法律第百八十

号）第三十二条第

一項第二号に掲げ

る物件 

外径が〇・一メート

ル未満のもの 

一メートル一年 四八円 三六円

外径が〇・一メート

ル以上〇・一五メー

トル未満のもの 

七二円 五三円

外径が〇・一五メー

トル以上〇・二メー

九五円 七一円
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トル未満のもの 

外径が〇・二メート

ル以上〇・四メート

ル未満のもの 

一九〇円 一四〇円

外径が〇・四メート

ル以上一メートル未

満のもの 

四八〇円 三六〇円

外径が一メートル以

上のもの 

九五〇円 七一〇円

競技会、集会、展示会、博覧会その他こ

れらに類する催しのために設けられる

仮設工作物 

一平方メートル一

日 

四四円 一一円

標識 一本一年 一、一〇〇円 八五〇円

防火用貯水槽その他これに類するもの

で地下に設けられるもの 

一平方メートル一

年 

五〇〇円 四一〇円

工事用施設又は工事用材料置場 一平方メートル一

月 

四四〇円 一一〇円

その他のもの 知事が定める額

備考 

１ 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作

物に係る使用料については、当該工作物が大規模であり、又は長期にわたり設置される場

合で、知事が特に必要と認めるときは、減額するものとし、その額は知事が定める。 

２ 第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち三条

以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）

を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、

第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。 

３ 第一種電話柱とは、電話柱（電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱を

いい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち三条以下の電線（当該電話柱を設置す

る者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第二種電話

柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱

のうち六条以上の電線を支持するものをいう。 

４ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する

電線をいう。 
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三 第四条第一項各号に掲げる行為をする場合 

区分 単位 金額 

物品の販売、募金その他これらに類する行為 一日 六〇〇円 

業としての写真の撮影 写真機一台一日 六〇〇円 

業としての映画の撮影 一日 一四、六〇〇円 

興行 一平方メートル一日 一一円 

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する

催し 

一平方メートル一日 八円 

花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 知事が定める額 

備考 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに係る使用料については、当

該催しが大規模であり、又は長期にわたる場合で、知事が特に必要と認めるときは、減額す

るものとし、その額は知事が定める。 

別表第四（第九条関係） 

一 施設を利用する場合 

施設の名称 一時間 一日 

午前九時～午後九時 

茶室（茶席、和室及び立礼席） 二、八二〇円 二八、二九〇円

茶室（茶席） 一、二九〇円 一二、九六〇円

茶室（和室） 九七〇円 九、七二〇円

茶室（立礼席） 九七〇円 九、七二〇円

備考 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、

その端数を一時間とする。 

二 設備又は器具を利用する場合 

設備又は器具の名称 単位 金額 

茶道具 一個一回 三七〇円

三 第十四条第二項の行為をする場合 

区分 単位 金額 

茶室及びその附帯施設内に広告を表

示する行為 

一平方メートル一日 一、九四〇円

別表第五（第十条、第十一条関係） 

都市公園の名称 業務の範囲 

山梨県緑が丘スポーツ公園   
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山梨県愛宕山広域公園   

山梨県小瀬スポーツ公園 一 スポーツの振興のための催しの実施に関する業務 

二 スポーツの講習会の実施に関する業務 

山梨県富士北麓公園 一 スポーツの振興のための催しの実施に関する業務 

二 スポーツの講習会の実施に関する業務 

山梨県御勅使南公園   

山梨県曽根丘陵公園   

山梨県芸術の森公園   

山梨県富士川クラフトパーク カヌーの普及のための催しの実施に関する業務 

山梨県笛吹川フルーツ公園 一 果実及び緑化に関する催しの実施及び情報提供に関す

る業務 

二 果樹の展示に関する業務 

山梨県森林公園金川の森 一 森林に関する知識の普及のための催しの実施に関する

業務 

二 交通安全に関する講習会の実施に関する業務 

山梨県桂川ウェルネスパーク 農林業の体験の機会の提供に関する業務 

別表第六（第十六条、第十七条の二関係） 

一 山梨県緑が丘スポーツ公園を利用する場合 

イ 洋弓場等を利用する場合 

施

設

の

名

称 

利用の区分 一時間 午前 午後 一日 夜 摘要 

午前八時三

〇分～正午 

正午～午後

五時三〇分 

午前八時三

〇分～午後

五時三〇分 

午後五時三

〇分～午後

九時 

洋

弓

場 

洋弓競技に係

る大会等のた

めに利用する

場合 

午前八時三〇分

から午後五時三

〇分までの間 

五七〇円

（高校生以下に

あつては、三二

〇円）

午後五時三〇分

から午後九時ま

一、八三〇

円

（高校生以

下にあつて

は、九一〇

円）

二、九一〇

円

（高校生以

下にあつて

は、一、四

〇〇円）

四、一〇〇

円

（高校生以

下にあつて

は、二、〇

五〇円）

二、二六〇

円

（高校生以

下にあつて

は、一、〇

八〇円）
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備考 

１ リハーサルに利用する場合は入場料金を徴収しない場合のそれぞれの額の五割に相当す

る額とし、準備等に利用する場合は入場料金を徴収しない場合のそれぞれの額の三割に相

当する額とする。 

２ 利用時間がやむを得ない理由によりこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間

に対する額は、その超過時間が、正午以後の場合は午前の金額を、午後五時以後の場合は

午後の金額を時間割により算定して得た額とする。この場合において、その超過時間に一

時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。 

３ 入場料金の額に段階がある場合は、最高の入場料金の額をもつてこの表の入場料金の額

とする。 

４ 入場料金を徴収しない場合において、会費を徴収するもの、会費制度により会員を招待

するもの、商品の売上高により招待券を発行するものその他これらに準ずるものは、入場

料金を徴収したものとみなす。 

ロ 料理教室及び作業室を利用する場合 

施設の名称 午前 午後 夜 全日 

午前九時～正午 午後一時～午後五

時 

午後六時～午後九

時 

午前九時～午後九

時 

料理教室 一、八九〇円 二、五一〇円 一、八九〇円 六、二九〇円 

作業室 六三〇円 八四〇円 六三〇円 二、一〇〇円 

備考 利用時間がこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する額は、全日の金

額を時間割により算定して得た額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の

端数があるときは、これを一時間とする。 

七 山梨県森林公園金川の森を利用する場合 

施設の名称 利用の区分 利用料金限度額 定期利用料金限度額 

ターゲットバード

ゴルフ場 

一般及び大学生 一人九ホールにつき 

四九〇円 

一人につき 

五、八八〇円

高校生 一人九ホールにつき 

二四〇円 

一人につき 

二、八八〇円

中学生以下 一人九ホールにつき 

一一〇円 

一人につき 

一、三二〇円

備考 

１ 利用ホール数に九ホール未満の端数があるときは、その端数を九ホールとする。 

２ 定期利用料金は、第十四条第一項の承認の日から起算して三月間の利用を単位とする。 
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八 山梨県桂川ウェルネスパークを利用する場合 

施設の名称 一時間 

料理教室兼作業室 三四〇円

会議室 三九〇円

備考 利用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。 

九 設備又は器具を利用する場合 

設備又は器具の名称 単位 利用料金限度額 摘要 

放送設備（一〇〇ワット以下） 一式半日 一、八三〇円一 半日を超えて使

用する場合は、半

日の額の二倍の額

とする。 

二 アマチュアスポ

ーツ以外のために

観客から入場料金

を徴収して行う大

会等において利用

する場合にあつて

は、それぞれの額

の二倍に相当する

額とする。 

放送設備（一〇一ワット以上二〇〇

ワット以下） 

一式半日 三、六七〇円

放送設備（二〇一ワット以上三〇〇

ワット以下） 

一式半日 五、五〇〇円

放送設備（三〇一ワット以上） 一式半日 七、二三〇円

放送装置 一式半日 一、八三〇円

シャワー 一人一回 一二〇円

浴室 一人一回 二七〇円

コインロッカー 一回 五〇円

野球場スコアーボード 一式半日 一、一八〇円

自動審判時計システム 一式半日 一、八三〇円

競技用判定装置及び電光掲示板（ア

イスアリーナ） 

一式半日 一、八三〇円

電光掲示板（体育館及び武道館） 一コート一式半日 一、一八〇円

電光掲示板（野球場） 一式一時間 三、一三〇円

大型映像装置（陸上競技場） 一式一時間 八、六四〇円

（文字のみを表示

する場合にあつて

は、四、三二〇円）

ブリーチャー（体育館） 一式半日 三、六七〇円

ブリーチャー（武道館） 片側一式半日 三、六七〇円

マイク 一個半日 三九〇円

録音再生装置 一式半日 三九〇円

テント 一張半日 三九〇円
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パラソル 一本半日 一二〇円

机 一脚一回 六〇円

いす 一脚一回 六〇円

ストップウォッチ 一個半日 一二〇円

陸上競技用器具（山梨県小瀬スポー

ツ公園陸上競技場） 

全種目一式半日 二、三七〇円

一種目一式半日 六〇円

陸上競技用器具（山梨県富士北麓公

園陸上競技場及び山梨県小瀬スポー

ツ公園補助競技場） 

全種目一式半日 一、八三〇円

一種目一式半日 六〇円

鋼製巻尺 一個半日 一二〇円

高度尺 一個半日 一二〇円

バスケットボール競技用器具 一コート一式半日 三三〇円

バレーボール競技用器具 一コート一式半日 三三〇円

ハンドボール競技用器具 一コート一式半日 三三〇円

バドミントン競技用器具 一コート一式半日 一二〇円

バドミントン競技用マット 一コート一式半日 九〇〇円

卓球競技用器具 一台一式半日 一二〇円

体操競技用器具 一種目一式半日 二〇〇円

フェンシング競技用器具 一式半日 九〇〇円

レスリング競技用マット 一コート一式半日 九〇〇円

柔道競技用器具 一試合場一式半日 一二〇円

柔道競技用畳 一試合場一式半日 九〇〇円

ウェートリフティング競技用器具 一式半日 九〇〇円

ピアノ 一台半日 一、八三〇円

光波測定機 一個一式半日 六六〇円

剣道競技用器具 一試合場一式半日 一二〇円

空手道競技用器具 一試合場一式半日 一二〇円

空手道競技用マット 一試合場一式半日 九〇〇円

少林寺拳法競技用器具 一試合場一式半日 一二〇円

少林寺拳法競技用マット 一試合場一式半日 九〇〇円

サンドバッグ 一本半日 一二〇円

双眼鏡 一個半日 一二〇円
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投影機 一式半日 六、八〇〇円

ショートトラックスピードスケート

競技用器具 

一式半日 九〇〇円

アイスホッケー競技用器具 一式半日 三三〇円

ポロカヌー 一式一時間 二三〇円

カナディアンカヌー 一式一時間 三五〇円

カヌーポロ競技用器具 一式一時間 九八〇円

カヌースラローム競技用器具 一式一時間 三二〇円

ターゲットバードゴルフ競技用器具

（クラブ） 

一本一日 二一〇円

ターゲットバードゴルフ競技用器具

（ボール） 

一個一日 三二〇円

自転車（電動アシスト自転車を除

く。） 

一台一時間 一〇〇円

電動アシスト自転車 一台一時間 二五〇円

四輪自転車（一人乗り） 一台一時間 一〇〇円

四輪自転車（二人乗り） 一台一時間 二一〇円

備考 

１ 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価を

いう。 

２ 半日とは、午前八時三〇分から正午まで、正午から午後五時三〇分まで又は午後五時三

〇分から午後九時までをいう。 

３ 柔道競技用畳の利用とは、柔道場又は第二武道場以外に移動して利用する場合をいう。 

４ 一時間を単位として利用する場合において、利用時間に一時間未満の端数があるときは、

その端数を一時間とする。ただし、カヌー場の利用の区分を午前又は午後として利用する

場合において、当該区分に属する時間の全部についてポロカヌー、カナディアンカヌー、

カヌーポロ競技用器具又はカヌースラローム競技用器具を利用するときは、この限りでな

い。 

５ 一日とは、午前九時から午後五時までをいう。 

６ 電動アシスト自転車とは、人の力を補うため電動機を用いる自転車をいう。 

十 屋外照明を利用する場合 

区分 単位 利用料金限度額 摘要 
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野球場 全点灯 一時間 三〇、八六〇円 アマチュアスポー

ツ以外のために観客

から入場料金を徴収

して行う大会等にお

いて利用する場合に

あつては、それぞれ

の額の二倍に相当す

る額とする。 

三分の二点灯 一時間 二〇、五七〇円

三分の一点灯 一時間 一〇、二九〇円

九分の二点灯 一時間 六、九〇〇円

陸上競技場（小瀬

スポーツ公園） 

全点灯 一時間 四七、五二〇円

三分の二点灯 一時間 三二、四〇〇円

三分の一点灯 一時間 一六、二〇〇円

十五分の二点灯 一時間 六、三七〇円

陸上競技場（富士

北麓公園） 

全点灯 一時間 二二、六八〇円

十分の六点灯 一時間 一四、〇四〇円

十分の三点灯 一時間 六、九一〇円

十分の一点灯 一時間 二、三七〇円

庭球場 全点灯 一コート一時間 七一〇円

球技場 全面点灯 一時間 一、七二〇円

半面点灯 一時間 八六〇円

備考 入場料金とは、いかなる名義をもつてするを問わず、入場者から徴収する入場の対価を

いう。 

十一 第十四条第二項の行為をする場合 

区分 単位 利用料金限度額 

有料公園施設内に広告を表示す

る行為（大型映像装置により広

告を表示する行為を除く。） 

一平方メートル 一日 一、九四〇円

大型映像装置により広告を表示

する行為（表示画面の全部に表

示する場合） 

一分 一三、八八〇円

大型映像装置により広告を表示

する行為（表示画面の一部に表

示する場合） 

一平方メートル 一分 一〇〇円

備考 大型映像装置により広告を表示する場合において、表示時間に一分未満の端数があると

きは、その端数を一分とする。 
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山梨県都市公園条例施行規則 
昭和三十九年五月二十五日 

山梨県規則第三十四号 

（趣旨） 

第一条 この規則は、山梨県都市公園条例（昭和三十九年山梨県条例第二十一号。以下「条

例」という。）に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（使用料の納付） 

第二条 条例第九条第一項の規定による使用料（以下「使用料」という。）は、前納しなけ

ればならない。 

（使用料の免除等） 

第三条 条例第九条第二項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、当該許可の申

請をする際に、使用料免除申請書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に

当該申請書の提出を不要と認めて別に定める場合に該当するときは、この限りでない。 

２ 条例第九条第三項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理

由の生じた日から起算して十五日以内に、使用料還付申請書を知事に提出しなければなら

ない。 

（指定管理者の指定の申請） 

第四条 条例第十二条第一項の規定による条例別表第五の上欄に掲げる都市公園の指定管

理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出すること

により行わなければならない。 

一 事業計画書 

二 収支計画書 

三 実施体制を記載した書類 

四 団体の概要を記載した書類 

五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの 

六 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの 

八 前各号に掲げるもののほか、条例第十二条第二項各号に掲げる基準による指定管理者

の選定のため知事が必要と認める書類 

（承認による利用時間の変更に関する技術的読替え等） 

第五条 条例第十六条第四項後段の規定による条例別表第六の規定の適用についての技術

添付資料２

- 63 -



2/18 

的読替えは、次の表のとおりとする。 
読み替える条例別表第六の

規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第一号イの表 午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
午後九時 利用時間の終了の時刻 

第一号ロの表 午前九時 利用時間の開始の時刻 
午後八時三○分 利用時間の終了の時刻 

第二号イの表（補助競技場及

び水泳プールに係るものを

除く。） 

午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
午後九時 利用時間の終了の時刻 

第二号イの表（補助競技場及

び水泳プールに係るものに

限る。） 

午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
～午後五時三○分 ～利用時間の終了の時刻 

第二号ロの表 午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
午後九時 利用時間の終了の時刻 

第三号イの表（野球場及び球

技場に係るものを除く。） 
午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
午後九時 利用時間の終了の時刻 

第三号イの表（野球場及び球

技場に係るものに限る。） 
午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
～午後五時三○分 ～利用時間の終了の時刻 
から午後五時三○分 から利用時間の終了の時刻 

第四号イの表 午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
～午後五時三○分 ～利用時間の終了の時刻 

第五号イの表 午前八時三○分 利用時間の開始の時刻 
午後五時三○分 利用時間の終了の時刻 

２ 条例第十六条第四項に規定する変更承認（以下この項及び次項において「変更承認」と

いう。）により利用時間の開始の時刻が条例別表第二第二号イの表に規定する利用時間の開

始の時刻前となった場合における条例別表第六の規定の適用については、次の表の上欄に掲

げる利用の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を同表の下欄に掲げる金額に加算す

るものとする。 

条例別表第六第一号イの表、

第二号イの表、第三号イの

表、第四号イの表及び第五号

イの表のうち一人について

の金額が定められた利用の

区分以外の区分 

当該利用の区分における午

前の金額を、変更承認に係る

利用時間の開始の時刻から

午前八時三十分までの時間

（当該時間に一時間未満の

端数があるときは、これを一

時間として算出して得た時

間）に対し、時間割により算

定して得た額 

当該利用の区分における午

前の金額及び一日の金額 
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条例別表第六第一号ロの表

のうち一人についての金額

が定められた利用の区分以

外の区分 

当該利用の区分における午

前九時から正午までの区分

の金額を、変更承認に係る利

用時間の開始の時刻から午

前九時までの時間（当該時間

に一時間未満の端数がある

ときは、これを一時間として

算出して得た時間）に対し、

時間割により算定して得た

額 

当該利用の区分における午

前九時から正午までの区分

の金額 

３ 変更承認による利用時間の終了の時刻が条例別表第二第二号イの表に規定する利用時

間の終了の時刻後となった場合における条例別表第六の規定の適用については、次の表の上

欄に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を同表の下欄に掲げる金額に

加算するものとする。 

条例別表第六第一号イの表、

第二号イの表（補助競技場及

び水泳プールに係るものを

除く。）及び第三号イの表（野

球場及び球技場に係るもの

を除く。）のうち一人につい

ての金額が定められた利用

の区分以外の区分 

当該利用の区分における夜

の金額を、午後九時から変更

承認に係る利用時間の終了

の時刻までの時間（当該時間

に一時間未満の端数がある

ときは、これを一時間として

算出して得た時間）に対し、

時間割により算定して得た

額 

当該利用の区分における夜

の金額及び一日の金額 

条例別表第六第一号ロの表

のうち一人についての金額

が定められた利用の区分以

外の区分 

当該利用の区分における午

後五時三十分から午後八時

三十分までの区分の金額を、

午後八時三十分から変更承

認に係る利用時間の終了の

時刻までの時間（当該時間に

一時間未満の端数があると

きは、これを一時間として算

当該利用の区分における午

後五時三十分から午後八時

三十分までの区分の金額 
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出して得た時間）に対し、時

間割により算定して得た額 

条例別表第六第二号イの表

（補助競技場及び水泳プー

ルに係るものに限る。）、第

三号イの表（野球場及び球技

場に係るものに限る。）、第

四号イの表及び第五号イの

表のうち一人（同表にあつて

は、一艇）についての金額が

定められた利用の区分以外

の区分 

当該利用の区分における午

後の金額を、午後五時三十分

から変更承認に係る利用時

間の終了の時刻までの時間

（当該時間に一時間未満の

端数があるときは、これを一

時間として算定して得た時

間）に対し、時間割により算

定して得た額 

当該利用の区分における午

後の金額及び一日の金額 

（利用料金の免除等） 

第六条 条例第十六条第五項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減額し、

又は免除することができる額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額

とする。 

一 次に掲げる者が、山梨県緑が丘スポーツ公園のスポーツ会館（屋内プールに限る。）、

山梨県小瀬スポーツ公園の水泳プール若しくはアイスアリーナを個人で利用し、又は山

梨県森林公園金川の森のターゲットバードゴルフ場を利用するとき。 利用料金の全額 

イ 六十五歳以上の者（山梨県森林公園金川の森のターゲットバードゴルフ場を利用す

る場合にあつては、県内に居住する者に限る。） 

ロ 障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者及び

その介護を行う者 

ハ 小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の児童又は生徒（土曜日に利用する場

合であつて、定期利用に該当しないときに限る。） 

二 県が公用又は公共用として利用するとき。 利用料金の全額 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めたとき。 知事が相当と認める額 

（工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第七条 条例第十九条第一項第一号の規則で定める場所は、保管した工作物等の放置されて

いた都市公園の所在地を管轄する建設事務所（山梨県森林公園金川の森に係るものにあつ

ては、山梨県峡東林務環境事務所）内とする。 
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２ 条例第十九条第二項の保管工作物等一覧簿は、次のとおり閲覧に供するものとする。 

一 閲覧に供する場所は、全ての建設事務所及び山梨県峡東林務環境事務所内とする。 

二 閲覧に供する日は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規

定する休日、日曜日及び土曜日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日、一月

二日及び同月三日を除く日とする。 

三 閲覧に供する時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第八条 条例第二十二条第一項及び第二項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 

二 当該競争入札の執行の日時及び場所 

三 契約条項の概要 

四 その他当該競争入札の執行に関し必要な事項 

２ 条例第二十二条第一項の規則で定める場所は、前条第一項の場所とする。 

（損傷等の届出） 

第九条 公園施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を知事

に届け出なければならない。 

（書類の様式等） 

第十条 都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。）、条例及びこの

規則の規定による書類の様式は、それぞれ次のとおりとする。 

一 法第五条第一項の規定による公園施設設置許可申請書 第一号様式 

二 法第五条第一項の規定による公園施設管理許可申請書 第二号様式 

三 法第六条第二項の規定による都市公園占用許可申請書 第三号様式 

四 条例第四条第一項の規定による都市公園内制限行為許可申請書 第四号様式 

五 法第五条第一項及び第六条第三項並びに条例第四条第一項の規定による変更許可申

請書 第五号様式 

六 第三条第一項の規定による使用料免除申請書 第六号様式 

七 第三条第二項の規定による使用料還付申請書 第七号様式 

八 条例第十二条第一項の規定による指定管理者指定申請書 第八号様式 

九 条例第十九条第二項の規定による保管工作物等一覧簿 第九号様式 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年五月一日から適用する。 
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附 則（昭和四一年規則第二四号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四二年規則第九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四三年規則第五六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六一年規則第二八号） 

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

附 則（昭和六一年規則第五三号） 

（施行期日） 

１ この規則中、第一条の規定は昭和六十一年十一月一日から、第二条の規定は昭和六十二

年十一月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第一条の規定の施行前にした山梨県緑が丘スポーツ公園の有料公園施設の利用の許可

に係る設備又は器具の使用料については、なお従前の例による。 

３ 第一条の規定の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県都市公園条例施行規則の

規定に基づいて提出され、又は交付した書類は、この規則による改正後の山梨県都市公園

条例施行規則の規定に基づいて提出され、又は交付した書類とみなす。 

附 則（昭和六三年規則第一二号） 

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成元年規則第二一号） 

この規則は、平成元年四月一日から施行する。 

附 則（平成元年規則第三八号） 

この規則は、平成元年七月二十七日から施行する。 

附 則（平成二年規則第一五号） 

この規則は、平成二年四月一日から施行する。 

附 則（平成二年規則第三一号） 

この規則は、平成二年八月一日から施行する。 

附 則（平成三年規則第一七号） 

この規則は、平成三年四月一日から施行する。 
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附 則（平成七年規則第三五号） 

この規則は、平成七年四月一日から施行する。 

附 則（平成七年規則第四二号） 

この規則は、平成七年四月二十八日から施行する。 

附 則（平成七年規則第五六号） 

この規則は、平成七年十月七日から施行する。 

附 則（平成八年規則第三〇号） 

この規則は、平成八年五月三十日から施行する。 

附 則（平成八年規則第三六号） 

この規則は、平成八年九月一日から施行する。 

附 則（平成九年規則第四一号） 

この規則は、平成九年四月一日から施行する。 

附 則（平成一一年規則第二七号） 

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成一一年規則第五八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（休業日に関する暫定措置） 

２ この規則の施行の日から平成十一年九月三十日までの間においては、この規則による改

正後の山梨県都市公園条例施行規則（以下「新規則」という。）別表第一第一号の表山梨

県小瀬スポーツ公園及び山梨県富士北麓公園の有料公園施設（水泳プールを除く。）の項

中「火曜日」とあるのは、「月曜日」とする。 

３ この規則の施行の日から平成十一年十一月三十日までの間においては、新規則別表第一

第一号の表山梨県笛吹川フルーツ公園の有料公園施設の項中「水曜日」とあるのは、「月

曜日」とする。 

附 則（平成一二年規則第一一五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一二年規則第一四一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十二年九月一日から施行する。 

（経過措置） 

添付資料２
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２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県都市公園条例施行規則の規定

に基づいて提出され、又は交付した書類は、この規則による改正後の山梨県都市公園条例

施行規則の規定に基づいて提出され、又は交付した書類とみなす。 

附 則（平成一三年規則第三六号） 

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則（平成一四年規則第三二号） 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成一五年規則第二三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第一二号） 

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第五五号） 

この規則は、山梨県都市公園条例の一部を改正する条例（平成十六年山梨県条例第四十三

号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成一六年一二月一七日） 

附 則（平成一七年規則第二九号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項まで

の規定は、公布の日から施行する。 

（山梨県都市公園条例施行規則に関する経過措置） 

２ 山梨県都市公園条例の一部を改正する条例（平成十七年山梨県条例第五十四号）附則第

二項の規定により同条例の施行の日前に同条例による改正後の山梨県都市公園条例（昭和

三十九年山梨県条例第二十一号）第十条に規定する都市公園の管理に関し地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がさ

れる場合における当該指定の申請書については、第一条の規定による改正後の山梨県都市

公園条例施行規則第六条及び第十一条第十一号並びに第十一号様式の規定の例による。 

附 則（平成一七年規則第四〇号） 

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成一八年規則第一号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

添付資料２
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附 則（平成一九年規則第三号） 

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第一六号） 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二四年規則第二九号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

（山梨県都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県都市公園条例

施行規則第四号様式による都市公園内制限行為許可申請書は、この規則による改正後の山

梨県都市公園条例施行規則第四号様式による都市公園内制限行為許可申請書とみなす。 

附 則（平成二五年規則第二〇号） 

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成二九年規則第四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三十年規則第九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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添付資料７ 

自動体外式除細動器の管理仕様書 

 

１．設置場所 

   指定管理者は、玄関付近など人目につきやすい場所に県から貸与を受けた自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）及び壁掛け収納ﾎﾞｯｸｽを設置し、救命の用に供すること。 

 

２．保守点検  

   指定管理者は、目視によりＡＥＤの日常点検を行うものとし、機器の異常を発見した場合は、
早急に対応すること。 

   

３．消耗品等の交換 

   指定管理者は、定期的にＡＥＤの部品等（本体ﾊﾞｯﾃﾘｰ・電極ﾊﾟｯﾄﾞ・収納ﾎﾞｯｸｽの乾電池）の補
充・交換を行うこと。 

 
項目 

 
交換・補充等の時期 

 
バッテリー交換 
 

 
寿命５～６年（製造年月            ） 
使用頻度に応じて交換 

 
電極パッド交換 
 

 
２年ごとに交換（製造年月          ） 
使用の都度交換 

 
乾電池交換 
 

 
必要の都度 
 

    

４．使用報告 

   指定管理者は、ＡＥＤを用いて救命活動が行われた際には、その都度、知事に報告すること。 
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関係法令等一覧 

 

法令等名称 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

森林法 

都市公園法山梨県都市公園条例（昭和３９年山梨県条例第２１号）・施行規則 

会社更生法 

民事再生法 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

山梨県森林公園金川の森指定管理業務モニタリング実施要領 

障害者基本法 

個人情報保護法 

山梨県個人情報保護条例 

消防法・施行規則 

大規模地震対策特別措置法 

国民保護法 

山梨県国民保護計画 

労働安全衛生法・規則 

水道法・施行規則 

浄化槽法・施行規則 

液化天然ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律・施行規則 

国民の休日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） 

電気事業法・施行規則 
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山梨県立武田の杜保健休養林、山梨県森林公園金川の森指定管理業務モニタリング実施

要領 
制定：平成３０年 ４月 １日 

 
第１ 目的 

この要領は、指定管理者施設である山梨県立武田の杜保健休養林、山梨県森林公園金川

の森の適正な管理を確保するためのモニタリング（業務の確認・検証）について必要

な事項を定めるものとする。 
 
第２ モニタリングの実施と役割 

指定管理者は、事業報告書の作成、利用者アンケートの実施、苦情・要望などへの

対応等を通して、自己評価と業務改善を行う。 
２ 県は、指定管理者からの自己評価を含む事業報告書、現地確認などによる管理運営

状況の確認を行い、改善のための指導等を行う。 
なお、県における役割分担については、指定管理者からの定期報告に基づく現地確

認を森林環境部県有林課が行い、これ以外の随時の確認（毎月１回程度）は林務環境

事務所が実施するものとし、適正に業務が執行されていることを確認する。 
 
第３ モニタリングの実施方法 

基本協定書、管理業務仕様書及び指定管理者の業務計画書に基づくサービス水準等

を維持するため、次のとおり定期モニタリングを実施する。 
（１）月次確認 

月次報告により、施設の基礎的な利用状況（利用人数、利用料金収入額、事業実

施状況等）を把握する。 
（２）四半期確認 

四半期報告により、一定期間の施設の基礎的な利用状況（利用人数、利用料金収

入額、事業実施状況等）を把握するとともに現地確認を行い、履行状況等を確認す

る。 
（３）年度確認 

事業報告書による現地確認を行い、年間の管理運営業務全般について、履行状況、

サービスの質の評価、運営体制の安定性等を確認する。 
なお、四半期毎の現地確認は、予め県有林課が「事業計画書等」及び「事業報告

書」欄を記入したモニタリングシートにより実施し、「現地確認結果」欄の記入後、

指定管理者が「指定管理者の自己評価」欄を記入し、今後の業務改善等のための資

料とする。 
また、年度末の現地確認は、事業報告書及び四半期確認時のモニタリングシート

により実施し、「整合性の検証」、「業務改善に向けた分析・指導内容」、「総合的な

所見」欄を記入した後、指定管理者に送付する。 
２ 定期モニタリングのほか、随時のモニタリングとして、必要に応じて巡回、立会い

等による実地確認を行う。 
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３ 県有林課長は、施設運営の改善に向け、現地確認の機会等を活用して指定管理者と

対面による意見交換を年度毎に３回以上実施する。 
 
第４ モニタリングによる確認・指導の内容 

定期報告等に基づき、次の３つの視点から管理運営状況に関する確認・指導を実施

する。 
（１）履行確認 

維持管理業務が、県の求めるサービス水準（管理運営業務の内容・基準等）を充

足しているかを確認する。 
（２）サービスの質の評価 

運営業務、自主事業が県の求めるサービス水準（管理運営業務の内容・基準等）

を充足しているか評価する。 
（３）運営体制の安定性の確認 

運営体制が、県の求めるサービス水準（管理運営業務の内容・基準等）を効率的・

効果的かつ安定的に提供することが可能な体制となっているかを確認する。 
２ 確認・指導の時期については、定期報告や事業報告書の提出等の時期をとらえ、適

時その報告内容等に適した確認・指導を行う。 
 
 

附則 
この要領は、平成３０年４月１日から適用する。 
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